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高浜１，２号炉 

有毒ガス発生時の体制の整備に係る補足説明資料 

 
   

補足35-1

資料③－２



 
１．有毒ガスに関連する保安規定変更について 

 有毒ガスに関連する保安規定変更において、有毒ガス発生時の体制の整備を３，４号

炉に限定せず、１～４号炉として整備する変更を実施する。（添付１参照） 
また、原子力発電安全運営委員会での審議事項、原子炉主任技術者の職務及び運転管

理に関する社内標準の作成において、３，４号炉に限定した記載を削除する変更も実施

する。（添付１参照） 
 
２．有毒ガス防護にかかる運用について 

設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書において、運用事項として定めている事

項として、以下のものがある。（添付２，３参照） 
 
①固定源への対応 
 a. 有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以下、「防液堤等」と

いう。）の運用管理及び保守管理の実施 
b. 固定源の見直しがある場合の評価および評価結果に基づく必要な有毒ガス防護 

 
②可動源への対応 

a. 可動源に対する立会人の随行 
b. 通信連絡設備による連絡体制の整備 
c. 換気設備（中央制御室、緊急時対策所）の隔離 
d. 防護具の着用 
e. 可動源からの有毒ガス発生時の終息活動 

 
③予期せぬ有毒ガスの発生に対する対応 

a. 防護具の着用（バックアップ体制の整備を含む） 
 
このうち、青字にて示す①-a. ,b.，②-a. ,b. ,e.については、発電所全体での運用事項
（「１，２号炉のみ」または「３，４号炉のみ」のように切り分けていない運用事項）で

あり、今回の保安規定変更（１，２号炉に係る有毒ガス発生時の体制の整備）にて既認

可保安規定（３，４号炉に係る有毒ガス発生時の体制の整備）から追加される運用事項

はない。 
また、緑字にて示す②-d.，③-a.については、３，４号炉に係る有毒ガス発生時の体制

の整備に関する保安規定審査において、３，４号炉のみ運転を前提とした数量ではなく、

１，２号炉の運転も含めた４基運転を前提とした数量を配備することとしており、今回

の保安規定変更に伴い、追加される運用事項はない。（添付４参照） 
そして、赤字にて示す②-c.については、既認可保安規定（３，４号炉に係る有毒ガス
発生時の体制の整備）の段階で、１，２号炉の中央制御室から３，４号炉へ派遣される
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応援要員については既に防護対象となっており、当該応援要員の防護のために、１，２

号炉の中央制御室を換気隔離する運用としているため、今回の保安規定変更に伴い追加

される運用事項はない。保安規定においては、１、２号炉の設置変更許可申請書に記載

の設備名称との整合の観点で１，２号炉の中央制御室換気設備の名称を明確化する。 

 
 以  上 

 
 添付１：高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後表（抜粋） 
 添付２：上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容【有毒ガス】 
 添付３：上流文書（工事計画）から保安規定への記載内容【有毒ガス】 
 添付４：３，４号炉の有毒ガス発生時の体制の整備に係る高浜発電所原子炉施設保安規定変

更認可申請書 審査資料（抜粋） 
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高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第８条＞ 

1/2 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

（原子力発電安全運営委員会） 

第 ８ 条 発電所に原子力発電安全運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。

ただし、委員会で審議した事項もしくはあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、

審議事項に該当しない。 

(1) 運転管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 運転員の構成人員に関する事項 

(b) 当直の引継方法に関する事項 

(c) 原子炉の起動および停止操作に関する事項 

(d) 巡視点検に関する事項 

(e) 異常時の措置に関する事項 

(f) 警報発生時の措置に関する事項 

(g) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(h) 定期的に実施するサーベランスに関する事項 

(i) 誤操作の防止に関する事項（３号炉および４号炉） 

 

 

(j) 火災、内部溢水（３号炉および４号炉）、火山影響等（３号炉および４号炉）、その他自

然災害発生時等および有毒ガス発生時（３号炉および４号炉）の体制の整備に関する事項 

 

(k) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項（３号炉および４号炉） 

(2) 燃料管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 

(b) 新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 

(c) 燃料の検査および取替に関する事項 

(3) 放射性廃棄物管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 

(b) 放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 

(c) 放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 

(d) 放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 

(4) 放射線管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 管理区域の設定、区域区分および特別措置を要する区域に関する事項 

(b) 管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 

(c) 保全区域に関する事項 

(d) 周辺監視区域に関する事項 

(e) 線量の評価に関する事項 

(f) 除染に関する事項 

（原子力発電安全運営委員会） 

第 ８ 条 発電所に原子力発電安全運営委員会（以下、「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は、発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事項を審議し、確認する。

ただし、委員会で審議した事項もしくはあらかじめ運営委員会において定めた軽微な事項は、

審議事項に該当しない。 

(1) 運転管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 運転員の構成人員に関する事項 

(b) 当直の引継方法に関する事項 

(c) 原子炉の起動および停止操作に関する事項 

(d) 巡視点検に関する事項 

(e) 異常時の措置に関する事項 

(f) 警報発生時の措置に関する事項 

(g) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(h) 定期的に実施するサーベランスに関する事項 

(i) 誤操作の防止に関する事項 

 

 

(j) 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害発生時等および有毒ガス発生時の体制の

整備に関する事項 

 

(k) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項 

(2) 燃料管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 

(b) 新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 

(c) 燃料の検査および取替に関する事項 

(3) 放射性廃棄物管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 

(b) 放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 

(c) 放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 

(d) 放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 

(4) 放射線管理に関する社内標準の制定および改正 

(a) 管理区域の設定、区域区分および特別措置を要する区域に関する事項 

(b) 管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 

(c) 保全区域に関する事項 

(d) 周辺監視区域に関する事項 

(e) 線量の評価に関する事項 

(f) 除染に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２号炉の追加 

（以下、明記しない箇所

については同じ理由によ

る変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付１
赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第８条＞ 

2/2 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

(g) 外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 

(h) 放射線計測器類の点検・校正に関する事項 

(i) 管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項 

(5) 保守管理に関する社内標準の制定および改正 

(6) 改造の実施に関する事項 

(7) 非常事態における運転操作に関する社内標準の制定および改正（第１２３条） 

(8) 保安教育実施計画の策定（第１３１条）に関する事項 

(9) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。委員長は、運営委員会の審議を主宰する。 

４．運営委員会は、委員長、原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術

者、第５条第２項(3)、(5)、(7)、同項(9)から(12)および(15)から(23)に定める職位に加え、

委員長が指名した者で構成する。 

 

 

 

 

(g) 外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 

(h) 放射線計測器類の点検・校正に関する事項 

(i) 管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項 

(5) 保守管理に関する社内標準の制定および改正 

(6) 改造の実施に関する事項 

(7) 非常事態における運転操作に関する社内標準の制定および改正（第１２３条） 

(8) 保安教育実施計画の策定（第１３１条）に関する事項 

(9) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。委員長は、運営委員会の審議を主宰する。 

４．運営委員会は、委員長、原子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術

者、第５条第２項(3)、(5)、(7)、同項(9)から(12)および(15)から(23)に定める職位に加え、

委員長が指名した者で構成する。 

 

 

 

 

変更なし 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

1/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第 １０ 条 原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に、かつ、最優先

に行うことを任務とし、次の職務を遂行する。 

(1) 原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は、運転に従事する者（所長を含む。以下、本

条において同じ。）へ指示する。 

(2) 表１０－１に定める事項について、所長の承認に先立ち確認する。 

(3) 表１０－２に定める事項について、各課（室）長からの報告内容等を確認する。 

(4) 表１０－３に示す記録の内容を確認する。 

(5) その他原子炉施設の運転に関し保安の監督に必要な職務を行う。 

２．原子炉主任技術者は次の場合において原子力事業本部長に報告を行う。 

(1) 前項(1)の職務を遂行すべき状況が生じた場合 

(2) 第１３４条第１項(1)から(5)の報告を受けた場合 

３．原子炉施設の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

４．原子炉主任技術者、電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は、相互の職務に

ついて情報共有を行い、意思疎通を図る。 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第 １０ 条 原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実に、かつ、最優先

に行うことを任務とし、次の職務を遂行する。 

(1) 原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は、運転に従事する者（所長を含む。以下、本

条において同じ。）へ指示する。 

(2) 表１０－１に定める事項について、所長の承認に先立ち確認する。 

(3) 表１０－２に定める事項について、各課（室）長からの報告内容等を確認する。 

(4) 表１０－３に示す記録の内容を確認する。 

(5) その他原子炉施設の運転に関し保安の監督に必要な職務を行う。 

２．原子炉主任技術者は次の場合において原子力事業本部長に報告を行う。 

(1) 前項(1)の職務を遂行すべき状況が生じた場合 

(2) 第１３４条第１項(1)から(5)の報告を受けた場合 

３．原子炉施設の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

４．原子炉主任技術者、電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者は、相互の職務に

ついて情報共有を行い、意思疎通を図る。 

 

変更なし 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

2/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

表１０－１ 

条文 内容 

第１３条（運転員等の確保） 第５項および第７項に定める体制の構築 

第１８条の５（重大事故等発生時の体制

の整備） 

第４項に定める成立性の確認訓練の実施計画

（３号炉および４号炉） 

 

第１８条の６（大規模損壊発生時の体制

の整備） 

第１項に定める技術的能力の確認訓練の実施

計画（３号炉および４号炉） 

 

第２４条（制御棒の挿入限界） 制御棒の挿入限界 

第３２条（軸方向中性子束出力偏差） 軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許

容運転制限範囲 

第３６条（１次冷却材の温度・圧力および

１次冷却材温度変化率） 

１次冷却材温度・圧力の制限範囲 

第７２条（燃料取扱建屋空気浄化系） 照射終了後の所定期間 

第９３条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第９５条（新燃料の貯蔵） 第２項に定める燃料移動の実施計画 

第９７条（燃料の取替等） 第１項に定める燃料装荷実施計画 

第３項に定める取替炉心の安全性評価の結果 

第５項に定める燃料移動の実施計画 

第９８条（使用済燃料の貯蔵） 第２項に定める燃料移動の実施計画 

第１０５条（管理区域の設定・解除） 第５項に定める一時的な管理区域の設定・解除 

第７項に定める管理区域の設定・解除 

第１３１条（所員への保安教育） 所員への保安教育実施計画 

第１３２条（請負会社従業員への保安教

育） 

請負会社従業員への保安教育実施計画 

 

 

表１０－１ 

条文 内容 

第１３条（運転員等の確保） 第５項および第７項に定める体制の構築 

第１８条の５（重大事故等発生時の体制

の整備） 

第４項に定める成立性の確認訓練の実施計画 

 

 

第１８条の６（大規模損壊発生時の体制

の整備） 

第１項に定める技術的能力の確認訓練の実施

計画 

 

第２４条（制御棒の挿入限界） 制御棒の挿入限界 

第３２条（軸方向中性子束出力偏差） 軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許

容運転制限範囲 

第３６条（１次冷却材の温度・圧力および

１次冷却材温度変化率） 

１次冷却材温度・圧力の制限範囲 

第７２条（燃料取扱建屋空気浄化系） 照射終了後の所定期間 

第９３条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第９５条（新燃料の貯蔵） 第２項に定める燃料移動の実施計画 

第９７条（燃料の取替等） 第１項に定める燃料装荷実施計画 

第３項に定める取替炉心の安全性評価の結果 

第５項に定める燃料移動の実施計画 

第９８条（使用済燃料の貯蔵） 第２項に定める燃料移動の実施計画 

第１０５条（管理区域の設定・解除） 第５項に定める一時的な管理区域の設定・解除 

第７項に定める管理区域の設定・解除 

第１３１条（所員への保安教育） 所員への保安教育実施計画 

第１３２条（請負会社従業員への保安教

育） 

請負会社従業員への保安教育実施計画 

 

 

 

 

 

 

１、２号炉の追加 

（以下、明記しない箇所に

ついては同じ理由による変

更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-7



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

3/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

表１０－２ 

条文 内容 

第１８条（火災発生時の体制の整備） 火災が発生した場合に講じた措置の結果 

第１８条の２（内部溢水発生時の体制の

整備） 

内部溢水が発生した場合に講じた措置の結

果（３号炉および４号炉） 

 

第１８条の２の２（火山影響等発生時の

体制の整備） 

火山影響等発生時に講じた措置の結果（３

号炉および４号炉） 

 

第１８条の３（その他自然災害発生時等

の体制の整備） 

地震、津波および竜巻等が発生した場合に

講じた措置の結果 

第１８条の３の２（有毒ガス発生時の体

制の整備） 

有毒ガスが発生した場合に講じた措置の結

果（３号炉および４号炉） 

第１８条の５（重大事故等発生時の体

制の整備） 

第４項に定める成立性の確認訓練の結果

（３号炉および４号炉） 

 

第１８条の６（大規模損壊発生時の体

制の整備） 

第１項に定める技術的能力の確認訓練の結

果（３号炉および４号炉） 

 

第８５条（重大事故等対処設備） 要求される代替措置の確認（３号炉および

４号炉） 

 

第８８条（運転上の制限を満足しない場

合） 

第１１項に定める運転上の制限を満足して

いると判断した場合 

第１１項に定める原子炉熱出力の上昇また

は原子炉起動状態へ近づくモードへの移行 

第８９条（予防保全を目的とした点検・

保修を実施する場合） 

第２項に定める必要な安全措置 

第１１項に定める運転上の制限外から復帰

していると判断した場合 

第９１条（異常時の基本的な対応） 異常が発生した場合の原因調査および対応

措置 

第９２条（異常時の措置） 異常の収束 

第１３４条（報告） 運転上の制限を満足していないと判断した

場合（実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（以下、「実用炉規則」という。）第

８７条第９号に定める事象が生じた場合） 

表１０－２ 

条文 内容 

第１８条（火災発生時の体制の整備） 火災が発生した場合に講じた措置の結果 

第１８条の２（内部溢水発生時の体制の

整備） 

内部溢水が発生した場合に講じた措置の結

果 

 

第１８条の２の２（火山影響等発生時の

体制の整備） 

火山影響等発生時に講じた措置の結果 

 

 

第１８条の３（その他自然災害発生時等

の体制の整備） 

地震、津波および竜巻等が発生した場合に

講じた措置の結果 

第１８条の３の２（有毒ガス発生時の体

制の整備） 

有毒ガスが発生した場合に講じた措置の結

果 

第１８条の５（重大事故等発生時の体

制の整備） 

第４項に定める成立性の確認訓練の結果 

 

 

第１８条の６（大規模損壊発生時の体

制の整備） 

第１項に定める技術的能力の確認訓練の結

果 

 

第８５条（重大事故等対処設備） 要求される代替措置の確認 

 

 

第８８条（運転上の制限を満足しない場

合） 

第１１項に定める運転上の制限を満足して

いると判断した場合 

第１１項に定める原子炉熱出力の上昇また

は原子炉起動状態へ近づくモードへの移行 

第８９条（予防保全を目的とした点検・

保修を実施する場合） 

第２項に定める必要な安全措置 

第１１項に定める運転上の制限外から復帰

していると判断した場合 

第９１条（異常時の基本的な対応） 異常が発生した場合の原因調査および対応

措置 

第９２条（異常時の措置） 異常の収束 

第１３４条（報告） 運転上の制限を満足していないと判断した

場合（実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（以下、「実用炉規則」という。）第

８７条第９号に定める事象が生じた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-8



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

4/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

第９１条に定める異常が発生した場合 

放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物

について放出管理目標値を超えて放出した

場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が認

められた場合 

実用炉規則第１３４条第２号から第１４号

に定める報告事象が生じた場合 
 

第９１条に定める異常が発生した場合 

放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物

について放出管理目標値を超えて放出した

場合 

外部放射線に係る線量当量率等に異常が認

められた場合 

実用炉規則第１３４条第２号から第１４号

に定める報告事象が生じた場合 
 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-9



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

5/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

表１０－３ 

記 録 項 目 

１．運転日誌等 

(1) 熱出力 

(2) 炉心の中性子束密度 

(3) 炉心の温度 

(4) 冷却材入口温度 

(5) 冷却材出口温度 

(6) 冷却材圧力 

(7) 冷却材流量 

(8) 制御棒位置 

(9) 再結合装置内の温度（３号炉および４号炉） 

(10) 原子炉に使用している冷却材の純度および毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

(1) 原子炉内における燃料体の配置 

(2) 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

(3) 使用済燃料の払出し時における放射能の量 

３．点検報告書 

(1) 運転開始前の点検結果 

(2) 運転停止後の点検結果 

４．引継日誌 

５．放射線管理に係る記録 

(1) 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃ

へい物の側壁における線量当量率 

(2) 管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量、空気中の放射性物質の

１週間についての平均濃度および放射性物質によって汚染された物の表面の

放射性物質の密度 

(3) 放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行った場合には、その状況 

６．放射性廃棄物管理に係る記録 

(1) 放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水口または排水監視設備

における放射性物質の１日間および３月間についての平均濃度 

(2) 廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性

物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、または容器と一体的に固型化

した場合には当該容器の数量および比重ならびにその廃棄の場所および方法 

(3) 放射性廃棄物を容器に封入し、または容器に固型化した場合には、その方法 

(4) 発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用し

表１０－３ 

記 録 項 目 

１．運転日誌等 

(1) 熱出力 

(2) 炉心の中性子束密度 

(3) 炉心の温度 

(4) 冷却材入口温度 

(5) 冷却材出口温度 

(6) 冷却材圧力 

(7) 冷却材流量 

(8) 制御棒位置 

(9) 再結合装置内の温度 

(10) 原子炉に使用している冷却材の純度および毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

(1) 原子炉内における燃料体の配置 

(2) 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

(3) 使用済燃料の払出し時における放射能の量 

３．点検報告書 

(1) 運転開始前の点検結果 

(2) 運転停止後の点検結果 

４．引継日誌 

５．放射線管理に係る記録 

(1) 原子炉本体、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線しゃ

へい物の側壁における線量当量率 

(2) 管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量、空気中の放射性物質の

１週間についての平均濃度および放射性物質によって汚染された物の表面の

放射性物質の密度 

(3) 放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行った場合には、その状況 

６．放射性廃棄物管理に係る記録 

(1) 放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水口または排水監視設備

における放射性物質の１日間および３月間についての平均濃度 

(2) 廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性

物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、または容器と一体的に固型化

した場合には当該容器の数量および比重ならびにその廃棄の場所および方法 

(3) 放射性廃棄物を容器に封入し、または容器に固型化した場合には、その方法 

(4) 発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-10



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１０条＞ 

6/6 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

た容器の種類ならびにその運搬の経路 

７．原子炉施設の巡視または点検の結果 

８．保安教育の実施報告書 

 

 

た容器の種類ならびにその運搬の経路 

７．原子炉施設の巡視または点検の結果 

８．保安教育の実施報告書 
 

変更なし 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-11



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１５条＞ 

1/1 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

（運転管理に関する社内標準の作成） 

第 １５ 条 各課（室）長（当直課長を除く。）は、次の各号に掲げる原子炉施設の運転管理に関

する社内標準を作成し、制定・改正に当たっては、第８条第２項に基づき運営委員会の確認を

得る。 

(1) 原子炉の起動および停止操作に関する事項 

(2) 巡視点検に関する事項 

(3) 異常時の措置に関する事項 

(4) 警報発生時の措置に関する事項 

(5) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(6) 定期的に実施するサーベランスに関する事項 

(7) 誤操作の防止に関する事項（３号炉および４号炉） 

 

 

(8) 火災、内部溢水（３号炉および４号炉）、火山影響等（３号炉および４号炉）、その他自然

災害および有毒ガス（３号炉および４号炉）発生時等の体制の整備に関する事項 

 

(9) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項（３号炉および４号炉） 

 

 

（運転管理に関する社内標準の作成） 

第 １５ 条 各課（室）長（当直課長を除く。）は、次の各号に掲げる原子炉施設の運転管理に関

する社内標準を作成し、制定・改正に当たっては、第８条第２項に基づき運営委員会の確認を

得る。 

(1) 原子炉の起動および停止操作に関する事項 

(2) 巡視点検に関する事項 

(3) 異常時の措置に関する事項 

(4) 警報発生時の措置に関する事項 

(5) 原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(6) 定期的に実施するサーベランスに関する事項 

(7) 誤操作の防止に関する事項 

 

 

(8) 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害および有毒ガス発生時等の体制の整備に関

する事項 

 

(9) 重大事故等および大規模損壊発生時の体制の整備に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２号炉の追加 

（以下、明記しない箇所に

ついては同じ理由による

変更） 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-12



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１８条の３＞ 

2/2 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

（有毒ガス発生時の体制の整備） 

第１８条の３の２ ３号炉および４号炉について、安全・防災室長は、発電所敷地内において有

毒ガスを確認した場合（以下、「有毒ガス発生時」という。）における運転員等の防護のための

活動※１を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計

画は、添付２に示す「火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の対応に

係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要な資機材の配備 

２．各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、有毒ガス発生時における運転員

等の防護のために必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．各課（室）長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。

安全・防災室長は、第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に

基づき必要な措置を講じる。 

４．各課（室）長は、有毒ガスの影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性が

あると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下、本条において同じ）。 

 

（有毒ガス発生時の体制の整備） 

第１８条の３の２ 安全・防災室長は、発電所敷地内において有毒ガスを確認した場合（以下、

「有毒ガス発生時」という。）における運転員等の防護のための活動※１を行う体制の整備とし

て、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付２に示す「火災、

内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準」に従い策定す

る。 

(1) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要な資機材の配備 

２．各課（室）長（当直課長を除く。）は、前項の計画に基づき、有毒ガス発生時における運転員

等の防護のために必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．各課（室）長は、第２項の活動の実施結果を取りまとめ、第１項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。

安全・防災室長は、第１項に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に

基づき必要な措置を講じる。 

４．各課（室）長は、有毒ガスの影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性が

あると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとともに、

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下、本条において同じ）。 

 

 

１、２号炉の追加 

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜第１８条の５＞ 
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赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第１８条の５ 社長は、重大事故に至るおそれがある事故または重大事故が発生した場合（以下、

「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に

あたって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

２．３号炉および４号炉について、原子力安全部門統括は、添付３「重大事故等および大規模損

壊対応に係る実施基準」に示す重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について

計画を定める。 

３．原子炉主任技術者は、第２項に定める計画に従い、重大事故等発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な職務を誠実かつ、最優先に行うことを任務とする。 

４．３号炉および４号炉について、安全・防災室長は、第１項の方針に基づき、重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策

定し、所長の承認を得る。また、計画は、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に

係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配

置に関する次の事項 

(a) 要員の役割分担および責任者の配置に関すること。 

(b) ３号炉および４号炉の同時被災における要員の配置に関すること。 

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項 

(a) 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること。 

(b) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を

満足することおよび有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性の確

認訓練（以下、「成立性の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること。 

(c) 成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を

得ること。 

(d) 成立性の確認訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること。 

(3) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業および

支援等の原子炉施設の保全のための活動、ならびに必要な資機材の配備に関すること。 

５．３号炉および４号炉について、各課（室）長（当直課長を除く。）は、第１項の方針に基づ

き、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の

各号の手順を定める。また、手順書を定めるにあたっては、添付３に示す「重大事故等および

大規模損壊対応に係る実施基準」に従うとともに、重大事故等対処設備を使用する際の切替え

の容易性を配慮し、第４項(1) (a)の役割に応じた内容とする。 

(1) 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

(2) 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。 

(3) 重大事故等発生時における使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること。 

(4) 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を防止するための

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第１８条の５ 社長は、重大事故に至るおそれがある事故または重大事故が発生した場合（以下、

「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に

あたって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

２．原子力安全部門統括は、添付３「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に示す

重大事故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について計画を定める。 

 

３．原子炉主任技術者は、第２項に定める計画に従い、重大事故等発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な職務を誠実かつ、最優先に行うことを任務とする。 

４．安全・防災室長は、第１項の方針に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、

計画は、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

(1) 重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配

置に関する次の事項 

(a) 要員の役割分担および責任者の配置に関すること。 

(b) 同時被災における要員の配置に関すること。 

(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項 

(a) 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること。 

(b) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力を

満足することおよび有効性評価の前提条件を満足することを確認するための成立性の確

認訓練（以下、「成立性の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること。 

(c) 成立性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所長の承認を

得ること。 

(d) 成立性の確認訓練の結果を記録し、所長および原子炉主任技術者に報告すること。 

(3) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業および

支援等の原子炉施設の保全のための活動、ならびに必要な資機材の配備に関すること。 

５．各課（室）長（当直課長を除く。）は、第１項の方針に基づき、重大事故等発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の各号の手順を定める。また、手

順書を定めるにあたっては、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」

に従うとともに、重大事故等対処設備を使用する際の切替えの容易性を配慮し、第４項(1) (a)

の役割に応じた内容とする。 

(1) 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

(2) 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。 

(3) 重大事故等発生時における使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること。 

(4) 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著しい損傷を防止するための

 

 

 

 

１、２号炉の追加 

（以下、明記しない箇所に

ついては同じ理由による変
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赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

対策に関すること。 

(5) 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

６．各課（室）長は、第４項の計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を実施するとともに、第４項（１）の要員に第５項の手順を遵守させる。 

７．各課（室）長は、第６項の活動の実施結果を取りまとめ、定期的に評価を行うとともに、評

価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第４項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

８．３号炉および４号炉について、原子力安全部門統括は、第１項の方針に基づき、本店が行う

支援に関する活動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を策定する。また、計画は、

添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 支援に関する活動を行うための役割分担および責任者の配置に関すること。 

(2) 支援に関する活動を行うための資機材の配備に関すること。 

９．原子力安全部門統括は、第８項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うために

必要な体制の整備を実施する。 

10．原子力安全部門統括は、第９項の実施結果を踏まえ、第８項に定める事項について定期的に

評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

対策に関すること。 

(5) 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

６．各課（室）長は、第４項の計画に基づき、重大事故等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を実施するとともに、第４項（1）の要員に第５項の手順を遵守させる。 

７．各課（室）長は、第６項の活動の実施結果を取りまとめ、定期的に評価を行うとともに、評

価の結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告する。安全・防災室長は、第４項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

８．原子力安全部門統括は、第１項の方針に基づき、本店が行う支援に関する活動を行う体制の

整備として、次の各号を含む計画を策定する。また、計画は、添付３に示す「重大事故等およ

び大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

(1) 支援に関する活動を行うための役割分担および責任者の配置に関すること。 

(2) 支援に関する活動を行うための資機材の配備に関すること。 

９．原子力安全部門統括は、第８項の計画に基づき、本店が行う支援に関する活動を行うために

必要な体制の整備を実施する。 

10．原子力安全部門統括は、第９項の実施結果を踏まえ、第８項に定める事項について定期的に

評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）
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＜添付２＞ 
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赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

７ 有毒ガス 

安全・防災室長は、有毒ガス発生時における運転員および緊急時対策所で重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員（以下、本項において「運転員等」という。）の防護

のための活動を行う体制の整備として、次の７．１項から７．４項を含む計画を策定し、所

長の承認を得る。また、各課（室）長は、計画に基づき、有毒ガス発生時における運転員等

の防護のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

７．１ 要員の配置 

所長は、発電所敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生さ

せるおそれのある有毒化学物質（以下、「可動源」という。）に随行・立会する者（以下、

「立会人」という。）および有毒ガスの発生を終息させるために必要な措置（以下、「終息

活動」という。）を行う要員等を確保する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、有毒ガス発生時における運転員等の防護のための

活動に係る教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 安全・防災室長は、運転員等、立会人および終息活動を行う要員に対して、有毒ガス発

生時における防護具の着用のための教育訓練を定期的に実施する。 

(3) 所長室長は、第１３１条および第１３２条に基づき、発電所の入所者に対して、有毒ガ

ス発生時の認知・連絡に係る教育訓練を入所時に実施する。 

 

７．３ 資機材の配備 

各課（室）長は、有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要

な防護具その他の必要な資機材を配備する。 

 

７．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、有毒ガス発生時における運転員等の防護のため

の活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社内標準に

定める。 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

(a) 各課（室）長は、発電所敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発

生させるおそれのある有毒化学物質（以下、「固定源」という。）に対して、(b)項、

(c)項および c.項の実施により、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護の

ための判断基準値を下回るようにする。 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から半径１０ｋｍ近傍に新たな

有毒化学物質および有毒化学物質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、固定源の見直

しがある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス濃度評価を実施し、評

価結果に基づき必要な有毒ガス防護を実施する。可動源の見直しがある場合は、必要

な有毒ガス防護を実施する。 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減する

ことを期待する堰および覆い（以下、「防液堤等」という。）について、適切に運用

管理を実施する。 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対して、立会人の随行、通信連絡手段による連絡、中央

制御室空調装置および緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

７ 有毒ガス 

安全・防災室長は、有毒ガス発生時における運転員および緊急時対策所で重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員（以下、本項において「運転員等」という。）の防護

のための活動を行う体制の整備として、次の７．１項から７．４項を含む計画を策定し、所

長の承認を得る。また、各課（室）長は、計画に基づき、有毒ガス発生時における運転員等

の防護のための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

７．１ 要員の配置 

所長は、発電所敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生さ

せるおそれのある有毒化学物質（以下、「可動源」という。）に随行・立会する者（以下、

「立会人」という。）および有毒ガスの発生を終息させるために必要な措置（以下、「終息

活動」という。）を行う要員等を確保する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、有毒ガス発生時における運転員等の防護のための

活動に係る教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 安全・防災室長は、運転員等、立会人および終息活動を行う要員に対して、有毒ガス発

生時における防護具の着用のための教育訓練を定期的に実施する。 

(3) 所長室長は、第１３１条および第１３２条に基づき、発電所の入所者に対して、有毒ガ

ス発生時の認知・連絡に係る教育訓練を入所時に実施する。 

 

７．３ 資機材の配備 

各課（室）長は、有毒ガス発生時における運転員等の防護のための活動を行うために必要

な防護具その他の必要な資機材を配備する。 

 

７．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、有毒ガス発生時における運転員等の防護のため

の活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社内標準に

定める。 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

(a) 各課（室）長は、発電所敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発

生させるおそれのある有毒化学物質（以下、「固定源」という。）に対して、(b)項、

(c)項および c.項の実施により、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護の

ための判断基準値を下回るようにする。 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から半径１０ｋｍ近傍に新たな

有毒化学物質および有毒化学物質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、固定源の見直

しがある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス濃度評価を実施し、評

価結果に基づき必要な有毒ガス防護を実施する。可動源の見直しがある場合は、必要

な有毒ガス防護を実施する。 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減する

ことを期待する堰および覆い（以下、「防液堤等」という。）について、適切に運用

管理を実施する。 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対して、立会人の随行、通信連絡手段による連絡、中央

制御室換気設備（１号炉および２号炉）、中央制御室空調装置（３号炉および４号炉）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２号炉について有毒

ガス発生時の防護に関す

る手順を新たに規定（設

備名称の違いによる記載

分け） 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-16



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜添付２＞ 

31/31 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前 変更後 差異の理由 

 

 

(b) 各課（室）長は、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、防護具の着用および防護具の

バックアップ体制整備の対策を実施する。 

ｃ．保守管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤等は、有毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、保守管

理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

 

７．５ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、７．１項から７．４項の活動の実施結果について、１年に１回以上

定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるように必要に

応じて、計画の見直しを行い、安全・防災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、各課（室）長からの報告を受け、必要に応じて、計画の見直しを

行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課（室）長は、有毒ガスの影響により、原子炉施設の保安に重大な影響をおよぼす可能

性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとと

もに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

および緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用ならびに終息活動等の対策を実

施する。 

(b) 各課（室）長は、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、防護具の着用および防護具の

バックアップ体制整備の対策を実施する。 

ｃ．保守管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤等は、有毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、保守管

理計画に基づき適切に保守管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

 

７．５ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、７．１項から７．４項の活動の実施結果について、１年に１回以上

定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるように必要に

応じて、計画の見直しを行い、安全・防災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、各課（室）長からの報告を受け、必要に応じて、計画の見直しを

行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課（室）長は、有毒ガスの影響により、原子炉施設の保安に重大な影響をおよぼす可能

性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡するとと

もに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-17



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜添付３＞ 

18/80 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前（３／４号炉） 変更後（３／４号炉） 差異の理由 

視点検の強化を実施し災害発生時に迅速な対応を行う手順を社内標準に定める。 視点検の強化を実施し災害発生時に迅速な対応を行う手順を社内標準に定める。  

(ｳ) 各課（室）長は、前兆事象を伴う事象に対して、気象情報の収集、巡視点検の強化お

よび事故の未然防止の対応を行う手順を社内標準に定める。 

(ｳ) 各課（室）長は、前兆事象を伴う事象に対して、気象情報の収集、巡視点検の強化お

よび事故の未然防止の対応を行う手順を社内標準に定める。 

 

 

ケ 安全・防災室長および発電室長は、有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・

操作を行うことができるよう、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急安全対

策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手

順および体制を社内標準に定める。 

(ｱ) 安全・防災室長は、発電所敷地内外の固定源に対して、有毒化学物質の確認、防液堤

等の運用管理および防液堤等の保守管理の実施により、運転員（当直員）、緊急時対策

本部要員および緊急安全対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るようにする手順および体制を社内標準に定める。 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、可動源に対して、運転員（当直員）および緊急時

対策本部要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう立会人の随

行、通信連絡手段による連絡、中央制御室空調装置および緊急時対策所換気設備の隔離、

防護具の着用ならびに終息活動等の手順を社内標準に定める。 

 

(ｳ) 安全・防災室長および発電室長は、予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員（当

直員）および緊急時対策本部要員のうち初動対応を行う要員に対して配備した防護具を

着用することならびに防護具のバックアップ体制を整備することにより、事故対策に必

要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順および体制を社内標準に定める。 

(ｴ) 安全・防災室長は、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、運転員（当直員）

に連絡し、運転員（当直員）が通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガス

の発生を周知する手順を社内標準に定める。 

(ｵ) 安全・防災室長は、常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水または電力を供給するものに限る。）の接続を行う地点におけ

る緊急安全対策要員の有毒ガス防護のため、１．２（1)項で配備する薬品保護具を着用

する手順を社内標準に定める。 

 

ケ 安全・防災室長および発電室長は、有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・

操作を行うことができるよう、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急安全対

策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手

順および体制を社内標準に定める。 

(ｱ) 安全・防災室長は、発電所敷地内外の固定源に対して、有毒化学物質の確認、防液堤

等の運用管理および防液堤等の保守管理の実施により、運転員（当直員）、緊急時対策

本部要員および緊急安全対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るようにする手順および体制を社内標準に定める。 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、可動源に対して、運転員（当直員）および緊急時

対策本部要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう立会人の随

行、通信連絡手段による連絡、中央制御室換気設備（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）および緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用

ならびに終息活動等の手順を社内標準に定める。 

(ｳ) 安全・防災室長および発電室長は、予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員（当

直員）および緊急時対策本部要員のうち初動対応を行う要員に対して配備した防護具を

着用することならびに防護具のバックアップ体制を整備することにより、事故対策に必

要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順および体制を社内標準に定める。 

(ｴ) 安全・防災室長は、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、運転員（当直員）

に連絡し、運転員（当直員）が通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガス

の発生を周知する手順を社内標準に定める。 

(ｵ) 安全・防災室長は、常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水または電力を供給するものに限る。）の接続を行う地点におけ

る緊急安全対策要員の有毒ガス防護のため、１．２（1)項で配備する薬品保護具を着用

する手順を社内標準に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２号炉について有毒ガス

発生時の防護に関する手順

を新たに規定（設備名称の違

いによる記載分け） 

(2) 重大事故等対処設備に係る事項 

ア 切替えの容易性 

各課（室）長は、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備を含めて、通常時の系統状態から弁操作または工具等の使用により切り替えられるよ

う当該操作等について明確にし、通常時の系統状態から速やかに切り替えるために必要

な手順等を社内標準に定める。 

(2) 重大事故等対処設備に係る事項 

ア 切替えの容易性 

各課（室）長は、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

備を含めて、通常時の系統状態から弁操作または工具等の使用により切り替えられるよ

う当該操作等について明確にし、通常時の系統状態から速やかに切り替えるために必要

な手順等を社内標準に定める。 

 

 

 

 

 

 

イ 重大事故等発生後の中長期的な対応手順 

安全・防災室長は、重大事故等発生時に原子炉格納容器の設計圧力および温度に近い状

態が継続する場合等に備えて、故障が想定される機器に対してあらかじめ確保した取替

部材を用いた既設系統の復旧手段、および、あらかじめ確保した部材を用いた仮設系統

の構築手段について、手順を整備する。 

 

イ 重大事故等発生後の中長期的な対応手順 

安全・防災室長は、重大事故等発生時に原子炉格納容器の設計圧力および温度に近い状

態が継続する場合等に備えて、故障が想定される機器に対してあらかじめ確保した取替

部材を用いた既設系統の復旧手段、および、あらかじめ確保した部材を用いた仮設系統

の構築手段について、手順を整備する。 

 

 

 

 

 

変更なし 

１．４  定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、１．１項から１．３項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上

１．４ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、１．１項から１．３項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-18



高浜発電所原子炉施設保安規定 

＜添付３＞ 

19/80 

赤下線：現行版と今回申請版で差のある箇所 

変更前（３／４号炉） 変更後（３／４号炉） 差異の理由 

定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告

する。 

定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防災室長に報告

する。 

 

 

(2) 安全・防災室長は、(1)の活動の評価結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に計画の

評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、計画の

見直しを行う。 

(3) 原子力安全部門統括は、１．１項および１．２項の実施内容を踏まえ、１年に１回以上定

期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、

計画の見直しを行う。 

 

(2) 安全・防災室長は、(1)の活動の評価結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に計画の

評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、計画の

見直しを行う。 

(3) 原子力安全部門統括は、１．１項および１．２項の実施内容を踏まえ、１年に１回以上定

期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じて、

計画の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：有毒ガスに関連する変更箇所

高浜発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表（抜粋）

補足35-19
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上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 

【有毒ガス】 
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１．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（ＤＢ、技術的能力）の記載内容から保安規定に記載すべき内容を整理する

に当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方針により記載する。 
 

（１）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 
1. はじめに 
設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階においても継続して確保

されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求事項として規定 
 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 
保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内容を定める 

 
（２）保安規定の記載方針 
上述の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で記載する。 
① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る事項について実施

手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

 

② 設置許可の添付書類は、直接の規制要求ではないが、（1）項の基本方針に沿って、要求事項に

適合するための行為内容の部分は保安規定に記載し、実施手段に相当する部分は必要に応じて 2

次文書他に記載する。 

 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求されている内容に応

じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保安規定添付 2および添付 3に記載す

る。 

 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容の行為者および

行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 

  

補足35-22



２．保安規定の記載方針フォーマットの説明 
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載する。 

〇「下線」により、設置変更許可申請書における変更申請箇所を明

確にする。 

○「青字」により、変更申請箇所のうち、保安規定および関連する

社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、変更申請箇所のうち、関連する社内規定文書（2

次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記載

する。 

〇「下線」により、変更申請箇所を明確にする。 

○「青字」により、変更申請箇所のうち、保安規定および関連する

社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、変更申請箇所のうち、関連する社内規定文書（2

次文書）に記載すべき内容を明確にする。 

原
子
炉
施
設
保
安
規
定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載する。 

〇「赤字」により、保安規定変更箇所を明確にする。 
○「青下線」により、要求事項を実施する行為者を明確にする。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2次文書）に記載すべき内容の記載の考え方を記

載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2次文書）他に記載しない場合の考

え方を記載する。 

社
内
規
定
文
書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2次文書）を記載する。 
○「（新規）」により、新規に制定した社内規定文書を明確にする。 
○「（既存）」により、既存の社内規定文書を改正したものを明確に

する。 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2次文書）の具体的な記載内容を記載す

る。 
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３．上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 
 

上流文書（設置変更許可申請書） 
（１） 本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
（２） 本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
（３） 本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
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（１）本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

ロ．発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本原子炉施設は、(1) 耐震構造、

(2) 耐津波構造に加え、以下の基本

的方針の基に安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(u) 中央制御室 

中央制御室は、設計基準対象

施設の健全性を確認するために

必要なパラメータを監視できる

とともに、原子炉施設の安全性

を確保するために必要な操作を

手動により行うことができる設

計とする。また、原子炉施設の

外部の状況を把握するため、監

視カメラ、気象観測設備及びＦ

ＡＸ等を設置し、中央制御室か

ら原子炉施設に影響を及ぼす可

能性のある自然現象等を把握で

きる設計とする。 

原子炉施設には、火災その他

の異常な状態により中央制御室

が使用できない場合において、

中央制御室以外の場所から、原

子炉を高温停止の状態に直ちに

移行させ、及び必要なパラメー

タを想定される範囲内に制御

し、その後、原子炉を安全な低

温停止の状態に移行させ、及び

低温停止の状態を維持させるた

めに必要な機能を有する装置を

設ける設計とする。 

１次冷却系統に係る原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常

が発生した場合に原子炉の運転

の停止その他の原子炉施設の安

全性を確保するための措置をと

るため、従事者が支障なく中央

制御室に入ることができるよう

にするとともに、中央制御室内

にとどまり必要な操作、措置を

行うことができる設計とする。 

中央制御室は、有毒ガスが運

転員に及ぼす影響により、運転

員の対処能力が著しく低下し、

安全施設の安全機能が損なわれ

ることがない設計とする。 

そのために、敷地内外におい

て貯蔵施設に保管されている有

毒ガスを発生させるおそれのあ

る有毒化学物質（以下「固定

源」という。）及び敷地内にお

いて輸送手段の輸送容器に保管

 

 

 

 

 

 

 

6. 計測制御系統施設 

6.10 制御室 

6.10.1 通常運転時等 

6.10.1.2 中央制御室 

6.10.1.2.1 設計方針 

中央制御室及び中央制御盤は、以下

の方針を満足するように設計する。 

(1) 原子炉施設の通常運転時、運転

時の異常な過渡変化時及び設計

基準事故時の対応に必要な計測

制御装置を、中央制御盤上で集中

監視及び制御が行えるように設

計する。 

(2) 中央制御盤の配置及び操作器具

の盤面配置等については人間工

学的な操作性を考慮し設計する。

また、中央制御室にて同時にもた

らされる環境条件（地震、内部火

災、内部溢水、外部電源喪失及び

外部火災に伴うばい煙や有毒ガ

ス、降下火砕物並びに有毒ガス）

を想定しても安全施設を容易に

操作することが可能なように設

計する。 

(3) 原子炉施設に影響を及ぼす可能

性があると想定される自然現象

等や発電所構内の状況を昼夜に

わたり把握することができる設

計とする。 

(4)「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」を満足するよう

に、１次冷却系統に係る原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常

が発生した場合、有毒ガスが運転

員に及ぼす影響により、運転員の

対処能力が著しく低下しないよ

うするとともに、運転員の過度の

放射線被ばくも考慮することで、

従事者が支障なく中央制御室に

入れるとともに、一定期間中央制

御室内にとどまって所要の操作

及び措置をとることができる設

計とする。(5) 中央制御室は、必

要な運転コンソールについては

個別に設置し、共用により運転操
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（１）本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

されている有毒ガスを発生させ

るおそれのある有毒化学物質

（以下「可動源」という。）そ

れぞれに対して有毒ガスが発生

した場合の影響評価（以下「有

毒ガス防護に係る影響評価」と

いう。）を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価

に当たっては、有毒ガスが大気

中に多量に放出されるかの観点

から有毒化学物質の性状、貯蔵

状況等を踏まえ、固定源及び可

動源を特定する。また、固定源

の有毒ガス影響を軽減すること

を期待する防液堤等は、現場の

設置状況を踏まえ、評価条件を

設定する。 

固定源に対しては、運転員の

吸気中の有毒ガス濃度の評価結

果が、有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るよう設計す

る。可動源に対しては、中央制

御室換気設備の隔離等の対策に

より運転員を防護できる設計と

する。 

有毒ガス防護に係る影響評価

において、有毒ガス影響を軽減

することを期待する防液堤等

は、必要に応じて保守管理及び

運用管理を適切に実施する。 

また、中央制御室及びこれに

連絡する通路並びに運転員その

他の従事者が中央制御室に出入

りするための区域は、運転員が

過度の被ばくを受けないよう施

設し、運転員の勤務形態を考慮

し、事故後30日間において、運

転員が中央制御室に入り、とど

まっても、中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量、中央

制御室に侵入した外気による線

量及び入退域時の線量が、中央

制御室換気設備等の機能とあい

まって、「実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関

する規則」及び「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈」に示さ

れる100mSvを下回るように遮蔽

を設ける。また、気体状の放射

性物質及び中央制御室外の火災

により発生する有毒ガスに対す

る換気空調設備の隔離その他の

作に支障をきたさないよう設計

する。また、中央制御室は同一ス

ペースを共用することにより、プ

ラントの状況や運転員の対応状

況等の情報を共有しつつ、事故処

置を含む総合的な運転管理を図

ることができるよう居住性にも

配慮した上で、安全性が向上する

設計とする。 

(6) 室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できるように酸

素濃度計及び二酸化炭素濃度計

を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［6.10.1.2.3 手順等 にて整理］ 
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（１）本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

適切に防護するための設備を設

ける設計とする。 

また、中央制御室には、重大事

故が発生した場合においても運

転員がとどまるために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

 

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備 

(5) その他の主要な事項 

(ⅴ) 中央制御室 

中央制御室（１号及び２号炉共

用）は、設計基準対象施設の健全性

を確認するために必要なパラメー

タを監視できるとともに、原子炉施

設の安全性を確保するために必要

な操作を手動により行うことがで

きる設計とする。また、原子炉施設

の外部の状況を把握するため、監視

カメラ、気象観測設備及びＦＡＸ等

を設置し、中央制御室から原子炉施

設に影響を及ぼす可能性のある自

然現象等を把握できる設計とする。 

原子炉施設には、火災その他の異

常な状態により中央制御室が使用

できない場合において、中央制御室

以外の場所から、原子炉を高温停止

の状態に直ちに移行させ、及び必要

なパラメータを想定される範囲内

に制御し、その後、原子炉を安全な

低温停止の状態に移行させ、及び低

温停止の状態を維持させるために

必要な機能を有する装置を設ける

設計とする。 

気体状の放射性物質及び中央制

御室外の火災により発生する有毒

ガスに対する換気空調設備の隔離

その他の適切に防護するための設

備を設ける設計とする。 

１次冷却系統に係る原子炉施設

の損壊又は故障その他の異常が発

生した場合に原子炉の運転の停止

その他の原子炉施設の安全性を確

保するための措置をとるため、従事

者が支障なく中央制御室に入るこ

とができるようにするとともに、中

央制御室内にとどまり必要な操作、

措置を行うことができる設計とす

る。 

中央制御室は、有毒ガスが運転員

に及ぼす影響により、運転員の対処

能力が著しく低下し、安全施設の安

全機能が損なわれることがない設

6.10.1.2.2 主要設備 

(1) 中央制御盤 

中央制御盤は、原子炉制御設備、

プロセス計装設備、原子炉保護設

備、工学的安全施設、タービン設備、

電気設備等の計測制御装置を設け

た運転コンソール（安全系 VDU、監

視操作 VDU、警報 VDU及びハードス

イッチ）等で構成し、原子炉施設の

通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時の対応に

必要な盤面機器及び盤面表示（操作

器、指示計、警報）を運転員の操作

性を考慮して設置する。 

なお、中央制御盤は盤面機器及び

盤面表示（操作器、指示計、警報）

をシステムごとにグループ化した

配列及び色分けによる識別や操作

器のコード化（色、形状、大きさ等

の視覚的要素での識別）等を行うこ

とで、通常運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時に

おける運転員の誤操作の防止及び

操作が容易にできるものとする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 中央制御室 

中央制御室は、原子炉補助建屋

内に設置し、1次冷却系統に係る原

子炉施設の損壊又は故障が発生し

た場合に、従事者が支障なく中央制

御室に入ることができるよう、これ

に連絡する通路及び出入りするた

めの区域を多重化するとともに、中

央制御室内にとどまり必要な操作、

措置を行うことができる設計とす

る。 

中央制御室は、有毒ガスが運転

員に及ぼす影響により、運転員の対

処能力が著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれることがない
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（１）本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

計とする。 

そのために、固定源及び可動源そ

れぞれに対して有毒ガス防護に係

る影響評価を実施する。 

 

 

 

 

有毒ガス防護に係る影響評価に

当たっては、有毒ガスが大気中に多

量に放出されるかの観点から有毒

化学物質の性状、貯蔵状況等を踏ま

え、固定源及び可動源を特定する。

また、固定源の有毒ガス影響を軽減

することを期待する防液堤等は、現

場の設置状況を踏まえ、評価条件を

設定する。 

 

 

 

 

 

固定源に対しては、運転員の吸気

中の有毒ガス濃度の評価結果が、有

毒ガス防護のための判断基準値を

下回るよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可動源に対しては、中央制御室換

気設備の隔離等の対策により運転

員を防護できる設計とする。 

 

設計とする。 

そのために、「有毒ガス防護に係

る影響評価ガイド（平成 29年 4月

5 日 原規技発第 1704052 号原子力

規制委員会決定）」（以下「有毒ガス

評価ガイド」という。）を参照し、有

毒ガス防護に係る影響評価を実施

する。 

有毒ガス防護に係る影響評価に

当たっては、有毒ガスが大気中に多

量に放出されるかの観点から、有毒

化学物質の揮発性等の性状、貯蔵

量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況

等を踏まえ、敷地内及び中央制御室

等から半径 10km 以内にある敷地外

の固定源並びに可動源を特定し、特

定した有毒化学物質に対して有毒

ガス防護のための判断基準値を設

定する。また、固定源の有毒ガス影

響を軽減することを期待する防液

堤等は、現場の設置状況を踏まえ、

評価条件を設定する。 

固定源に対しては、貯蔵容器すべ

てが損傷し、有毒化学物質の全量流

出によって発生した有毒ガスが大

気中に放出される事象を想定し、運

転員の吸気中の有毒ガス濃度の評

価結果が、有毒ガス防護のための判

断基準値を下回るよう設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可動源に対しては、「10.13 通信

連絡設備」に記載する通信連絡設備

による連絡、中央制御室換気設備の

隔離、防護具の着用等により運転員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

(a) 各課（室）長は、発電所敷地内外において貯蔵施設に保管

されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物

質（以下、「固定源」という。）に対して、(b)項、(c)項およ

び c.項の実施により、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 

 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から

半径１０ｋｍ近傍に新たな有毒化学物質および有毒化学物

質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、固定源の見直しが

ある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス

濃度評価を実施し、評価結果に基づき必要な有毒ガス防護

を実施する。可動源の見直しがある場合は、必要な有毒ガ

ス防護を実施する。 

 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下、「防液堤等」という。）について、適切に運用管理を実施

する。 

 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤等は、有

毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、施設管理計

画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 

 

 

［6.10.1.2.3 手順等 にて整理］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 有毒ガス発生時の運転員

等の防護の活動のうち、

設置許可で約束した個別

の運用事項を規定する。 

 

〇 固定源に対する影響を基

準値以下することについ

て、既存の固定源に対し

ては防液堤等の運用管

理・施設管理で担保し、将

来発生し得る固定源につ

いては、有毒化学物質の

確認、影響評価、防護措置

の実施により担保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転管理通達（既存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運転管理通達（２次文書）に紐づく

３次文書において、有毒ガス発生時

の体制の整備に係る計画策定とし

て、社内標準を作成し、具体的活動

を定める。 
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有毒ガス防護に係る影響評価に

おいて、有毒ガス影響を軽減するこ

とを期待する防液堤等は、必要に応

じて保守管理及び運用管理を適切

に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

また、中央制御室及びこれに

連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が中央制御室に出入りす

るための区域は、運転員が過度の

被ばくを受けないよう施設し、運

転員の勤務形態を考慮し、事故後

30日間において、運転員が中央制

御室に入り、とどまっても、中央

制御室遮蔽を透過する放射線によ

る線量、中央制御室に侵入した外

気による線量及び入退域時の線量

が、中央制御室換気設備等の機能

とあいまって、「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」及び「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈」に示される

100mSvを下回るように遮蔽を設け

る。室内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できるよう、酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計を保

管する設計とする。 

中央制御室は、共用することによ

り、プラントの状況に応じた運転員

の相互融通等を図ることができ、必

要な情報（相互のプラント状況、運

転員の対応状況等）を共有しなが

ら、事故処置を含む総合的な運転管

理を図ることができる等、安全性が

向上するため、居住性に配慮した設

計とする。 

中央制御室には、重大事故が発生

した場合においても運転員がとど

まるために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。 

重大事故等時において中央制御

室の居住性を確保するための設備

として以下の重大事故等対処設備

（居住性の確保）を設ける。 

を防護できる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影響評価に

おいて、有毒ガス影響を軽減するこ

とを期待する防液堤等は、必要に応

じて保守管理及び運用管理を適切

に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室及びこれに連絡する

通路並びに運転員その他の従事者

が原子炉制御室に出入りするため

の区域は、運転員が過度の被ばくを

受けないように施設し、運転員の勤

務形態を考慮し、事故後 30 日間に

おいて、運転員が中央制御室に入

り、とどまっても、中央制御室遮蔽

を透過する放射線による線量、中央

制御室に侵入した外気による線量

及び入退域時の線量が、中央制御室

換気設備等の機能とあいまって、

「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」及び

「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解

釈」に示される 100mSv を下回るよ

うに遮蔽を設ける。 

換気系は他と独立して設け、事

故時には外気との連絡口を遮断し、

中央制御室非常用循環フィルタユ

ニットを通る閉回路循環方式とし

運転員を内部被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期に

わたり、室内の環境が悪くなった場

合には、外気を中央制御室非常用循

環フィルタユニットで浄化しなが

ら取り入れることも可能な設計と

する。また、室内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度も活動に支障のない

範囲であることを把握できるよう、

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

を保管する設計とする。 

中央制御室は、原子炉施設に影

響を及ぼす可能性があると想定さ

れる自然現象等や発電所構内の状

況を昼夜にわたり把握するため遠

隔操作及び暗視機能等を持った監

視カメラを設置する。 

中央制御室は、当該操作が必要

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下、「防液堤等」という。）について、適切に運用管理を実施

する。 

 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤等は、有

毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、施設管理計

画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 
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重大事故等対処設備（居住性の確

保）として、重大事故等時において

中央制御室換気設備は、微粒子フィ

ルタ及びよう素フィルタを内蔵し

た中央制御室非常用循環フィルタ

ユニット並びに中央制御室非常用

循環ファンからなる非常用ライン

を設け、外気との連絡口を遮断し、

中央制御室非常用循環フィルタユ

ニットを通る閉回路循環方式とし、

運転員を内部被ばくから防護する

設計とする。 

中央制御室遮蔽は、重大事故等時

に、中央制御室にとどまり必要な操

作を行う運転員が過度の被ばくを

受けないよう施設する。運転員の被

ばくの観点から結果が最も厳しく

なる重大事故等時に、全面マスクの

着用及び運転員の交代要員体制を

考慮し、その実施のための体制を整

備することで、中央制御室換気設備

及び中央制御室遮蔽の機能とあわ

せて、１号炉、２号炉、３号炉及び

４号炉の同時被災を考慮しても、運

転員の実効線量が7日間で100mSvを

超えないようにすることにより、中

央制御室の居住性を確保できる設

計とする。可搬型の酸素濃度計及び

二酸化炭素濃度計は、室内の酸素及

び二酸化炭素濃度が活動に支障が

ない範囲にあることを把握できる

設計とする。外部との遮断が長期に

わたり、室内の環境が悪くなった場

合には、外気を中央制御室非常用循

環フィルタユニットで浄化しなが

ら取り入れることも可能な設計と

する。照明については、可搬型照明

（ＳＡ）により確保できる設計とす

る。 

重大事故等が発生し、中央制御室

の外側が放射性物質により汚染し

たような状況下において、運転員が

中央制御室の外側から室内に放射

性物質による汚染を持ち込むこと

を防止するため、身体サーベイ及び

作業服の着替え等を行うための区

画を設ける設計とする。また、以下

の重大事故等対処設備（汚染の持ち

込み防止）を設ける。 

重大事故等対処設備（汚染の持ち

込み防止）として、照明については、

可搬型照明（ＳＡ）により確保でき

る設計とする。身体サーベイの結

となる理由となった事象により有

意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもた

らされる環境条件（地震、内部火災、

内部溢水、外部電源喪失及び外部火

災に伴うばい煙や有毒ガス、降下火

砕物並びに有毒ガス）を想定して

も、適切な措置を講じることにより

運転員が運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故に対応するため

の設備を容易に操作することがで

きるものとする。 

また、現場操作が必要な添付書

類十の設計基準事故（蒸気発生器伝

熱管破損）時の操作場所である主蒸

気管ヘッダ室及び設計基準事故（原

子炉冷却材喪失）時の操作場所であ

る原子炉補機冷却水設備トレン分

離箇所においても、環境条件（地震、

内部火災、内部溢水、外部電源喪失

及び外部火災に伴うばい煙や有毒

ガス、降下火砕物）を想定しても容

易に操作ができるとともに、操作に

必要な照明（アクセスルート上の照

明を含む。）は、内蔵の蓄電池から

の給電により外部電源喪失時にお

いても点灯を継続する。さらに、そ

の他の安全施設の操作等について

も、プラントの安全上重要な機能に

障害をきたすおそれのある機器や

外部環境に影響を与えるおそれの

ある現場弁等に対して、色分けによ

る識別管理及び施錠管理により誤

操作を防止する。 

想定される環境条件及びその措

置は以下のとおり。 

（地震） 

中央制御室及び中央制御盤は、

原子炉補助建屋（耐震Ｓクラス）内

に設置し、基準地震動による地震力

に対し必要となる機能が喪失しな

いものとする。また、運転員机、運

転コンソールに手摺を設置し、地震

発生時における運転員の安全確保

及び運転コンソールの操作器への

誤接触を防止するとともに天井照

明設備には落下防止措置を講じる。 

（内部火災） 

中央制御室に消火器を設置する

とともに、火災が発生した場合の運

転員の対応を規定類に定め、運転員

による速やかな消火を行うことで
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果、運転員の汚染が確認された場合

は、運転員の除染を行うことができ

る区画を、身体サーベイを行う区画

に隣接して設けることができるよ

う考慮する。 

中央制御室換気設備及び可搬型

照明（ＳＡ）は、ディーゼル発電機

に加えて、全交流動力電源喪失時に

おいても代替電源設備である空冷

式非常用発電装置から給電できる

設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場

合において、運転員が中央制御室に

とどまるために、原子炉格納容器か

ら漏えいした空気中の放射性物質

の濃度を低減するための設備とし

て以下の重大事故等対処設備（放射

性物質の濃度低減）を設ける。 

重大事故等対処設備（放射性物質

の濃度低減）として、アニュラス循

環排気ファンは、原子炉格納容器か

らアニュラスへ漏えいする放射性

物質等を含む空気を吸入し、アニュ

ラス循環排気フィルタユニットを

介して放射性物質を低減させた後

排出することで放射性物質の濃度

を低減する設計とする。アニュラス

循環排気ファンは、ディーゼル発電

機に加えて、代替電源設備である空

冷式非常用発電装置から給電でき

る設計とする。また、Ａ系アニュラ

ス循環排気系の弁は、ディーゼル発

電機に加えて、代替電源設備である

空冷式非常用発電装置により電磁

弁を開放することで制御用空気設

備の窒素ボンベ（アニュラス排気弁

等作動用）により開操作できる設計

とする。 

中央制御室及び中央制御室遮蔽

は、プラントの状況に応じた運転員

の相互融通等を考慮し、居住性にも

配慮した共通のスペースとしてい

る。スペースの共用により、必要な

情報（相互のプラント状況、運転員

の対応状況等）を共有・考慮しなが

ら、総合的な運転管理（事故処置を

含む。）をすることで、安全性の向

上が図れることから、１号炉及び２

号炉で共用する設計とする。 

各号炉の制御盤は、共用によって

悪影響を及ぼさないよう、一部の共

通設備を除いて独立して設置する

ことで、一方の号炉の監視・操作中

運転操作に影響を与えず容易に操

作できる設計とする。また、安全系

VDU 盤内で火災が発生した場合に

は、盤内の煙感知器により火災を感

知し、常駐する運転員が消火器によ

る消火を行うことを規定類に定め

ることで速やかな消火を可能とし、

容易に操作することができる設計

とする。なお、念のため、安全系 VDU

盤に隣接する盤についても、火災を

早期に感知するため、煙感知器を設

置する。 

（内部溢水） 

中央制御室周りには、地震時に

溢水源となる機器を設けない設計

とする。なお、中央制御室周りの消

火作業については、中央制御室に影

響を与えない消火方法とすること

により、溢水による影響を与えず、

中央制御室にて容易に操作するこ

とができる設計とする。 

（外部電源喪失） 

運転操作に必要な照明は、地震、

竜巻・風（台風）、積雪、落雷、外部

火災、降下火砕物に伴い外部電源が

喪失した場合には、ディーゼル発電

機が起動することにより操作に必

要な照明用電源を確保し、容易に操

作できるものとする。また、全交流

動力電源喪失時から重大事故等に

対処するために必要な電力の供給

が交流動力電源設備から開始され

るまでの間においても、蓄電池内蔵

の照明設備により運転操作に必要

な照明用電源を確保し、容易に操作

できるものとする。 

（ばい煙等による中央制御室内環

境の悪化） 

中央制御室外の火災により発生

するばい煙や有毒ガス及び降下火

砕物による中央制御室内の操作環

境の悪化を想定しても、中央制御室

換気設備の外気取入を手動で遮断

し、閉回路循環方式に切り替えるこ

とにより、運転操作に影響を与えず

容易に操作できる設計とする。 

（有毒ガス） 

有毒ガスが運転員に及ぼす影響

により、運転員の対処能力が著しく

低下することなく、１次冷却系統に

係る原子炉施設の損壊又は故障そ

の他の異常が発生した場合所要の

操作及び措置をとることができる

補足35-31



（１）本文五号 ＋ 添付書類八（6.10 制御室） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

に、他方の号炉のプラント監視機能

が喪失しない設計とする。 

中央制御室遮蔽は、「チ．

(1)( iii) 遮蔽設備」に記載する。 

中央制御室換気設備は、「チ．

(1)( iv) 換気設備」に記載する。 

アニュラス空気再循環設備は、

「リ．(4)(ⅱ) アニュラス空気再循

環設備」に記載する。 

空冷式非常用発電装置は、「ヌ．

(2)( iv) 代替電源設備」に記載す

る。 

酸素濃度計（１号及び２号炉共

用）     個 数 1（予備2） 

二酸化炭素濃度計（１号及び２号

炉共用）   個 数 1（予備2） 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計は、設計基準事故時及び重大事故

等時ともに使用する。 

 

 [可搬型重大事故等対処設備] 

可搬型照明（ＳＡ）（１号及び２

号炉共用）  個 数 11（予備1） 

 

 

設計とする。 

 

なお、原子炉施設の外の状況を

把握するため、以下の設備を設置す

る。 

a. 監視カメラ 

想定される自然現象等（地震、津

波、洪水、風（台風）・竜巻通過後の

設備周辺における飛散状況、降水、

積雪、落雷、地すべり、降下火砕物、

火災、飛来物）に加え発電所構内の

状況（海側、山側）を昼夜にわたり

把握するために屋外に暗視機能等

を持った監視カメラを設置する。 

b. 気象観測設備等 

津波、風（台風）、竜巻等による

発電所構内の状況の把握に有効な

パラメータ（潮位、風向・風速等）

を入手するために、気象観測設備等

を設置する。 

c. ＦＡＸ等 

公的機関からの地震、津波、竜

巻、雷雨、降雨予報、天気図、台風

情報等を入手するために、中央制御

室にＦＡＸ、テレビ等を設置する。 

 6.10.1.2.3 手順等 

(1) 手順に基づき、酸素濃度計及び

二酸化炭素濃度計により、中央

制御室内の酸素濃度、二酸化炭

素濃度を測定する。 

(2) 手順に基づき、監視カメラ及び

気象観測設備等により原子炉施

設の外の状況を把握するととも

に、ＦＡＸ等により公的機関か

ら必要な情報を入手する。 

(3) 監視カメラ、気象観測設備等に

要求される機能を維持するた

め、適切な保守管理を実施する

とともに、故障時においては補

修を行う。 

(4) 酸素濃度計、二酸化炭素濃度計

等の保守管理及び運転に関する

教育を行う。 

(5) 手順に基づき、「10.13 通信連絡

設備」に記載する通信連絡設備に

よる連絡、中央制御室換気設備の

隔離、防護具の着用等により、中

央制御室内の運転員の対処能力

を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対して、立会人の随行、通信連

絡手段による連絡、中央制御室換気設備（１号炉および

２号炉）、中央制御室空調装置（３号炉および４号炉）お

よび緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用ならび

に終息活動等の対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 有毒ガス発生時の運転員

等の防護の活動のうち、

設置許可で約束した個別

の運用事項を規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転管理通達（既存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運転管理通達（２次文書）に紐づく

３次文書において、有毒ガス発生時

の体制の整備に係る計画策定とし

て、社内標準を作成し、具体的活動

を定める。 
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（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

ロ．発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 本原子炉施設は、(1) 耐震構造、

(2) 耐津波構造に加え、以下の基本

的方針の基に安全設計を行う。 

a. 設計基準対象施設 

(ac) 緊急時対策所 

原子炉施設には、１次冷却系

統に係る原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合に適切

な措置をとるため、緊急時対策所

（緊急時対策所建屋内）を中央制

御室以外の場所に設置する。 

緊急時対策所（緊急時対策所

建屋内）は、有毒ガスが重大事故

等に対処するために必要な指示

を行う要員に及ぼす影響により、

重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員の対処能力

が著しく低下し、安全施設の安全

機能が損なわれることがない設

計とする。 

そのために、固定源及び可動

源それぞれに対して有毒ガス防

護に係る影響評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価

に当たっては、有毒ガスが大気中

に多量に放出されるかの観点か

ら有毒化学物質の性状、貯蔵状況

等を踏まえ、固定源及び可動源を

特定する。また、固定源の有毒ガ

ス影響を軽減することを期待す

る防液堤等は、現場の設置状況を

踏まえ、評価条件を設定する。 

固定源に対しては、重大事故

等に対処するために必要な指示

を行う要員の吸気中の有毒ガス

濃度の評価結果が、有毒ガス防護

のための判断基準値を下回るよ

う設計する。可動源に対しては、

緊急時対策所換気設備の隔離等

の対策により重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要

員を防護できる設計とする。 

有毒ガス防護に係る影響評価

において、有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤等は、必

要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対策所

建屋内）は、重大事故等が発生し

た場合においても当該重大事故

等に対処するために必要な指示

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.10 緊急時対策所 

10.10.1 通常運転時等 

10.10.1.1 概要 

１次冷却系統に係る原子炉施設

の損壊その他の異常が発生した場

合に適切な措置をとるため、緊急

時対策所（緊急時対策所建屋内）

は１号炉及び２号炉並びに３号炉

及び４号炉中央制御室以外の場所

に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、異常等に対処するため

に必要な指示を行うための要員を

収容できる設計とする。また、異

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［10.10.1.2 設計方針 にて整理］ 

 

 

 

［10.10.1.2 設計方針 にて整理］ 
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（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

を行う要員がとどまることがで

きるよう、適切な措置を講じる。

また、必要な情報を把握できる設

備及び発電所内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡

を行うために必要な設備を設け

るとともに、重大事故等に対処す

るために必要な数の要員を収容

できる設計とする。 

 

 

常等に対処するために必要な情報

を中央制御室内の運転員を介さず

に正確かつ速やかに把握できる設

備として、安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）、安全パラメー

タ伝送システム及びＳＰＤＳ表示

装置を設置する設計とする。ま

た、発電所内の関係要員への指示

及び発電所外関係箇所との通信連

絡を行うために必要な設備とし

て、衛星電話、緊急時衛星通報シ

ステム、携行型通話装置、統合原

子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備、運転指令設備、電

力保安通信用電話設備、加入電

話、加入ファクシミリ、無線通話

装置及び社内ＴＶ会議システムを

設置又は保管する設計とする。 

また、室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できるよう、

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

を保管する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建屋

内）は、有毒ガスが重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要

員に及ぼす影響により、当該要員の

対処能力が著しく低下しないよう、

当該要員が緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）内にとどまり、事故対

策に必要な各種の指示・操作を行う

ことができる設計とする。 

 

ヌ．その他発電用原子炉の附属施設の

構造及び設備 

 (3) その他の主要な事項 

(ⅷ) 緊急時対策所 

１次冷却系統に係る原子炉施

設の損壊その他の異常が発生し

た場合に適切な措置をとるため、

緊急時対策所（緊急時対策所建屋

内）は１号炉及び２号炉並びに３

号炉及び４号炉中央制御室以外

の場所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.1.2 設計方針 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は以下のとおりの設計とす

る。 

(1) １次冷却系統に係る原子炉施

設の損壊その他の異常が発生し

た場合に適切な措置をとるため

に必要な指示を行う要員を収容

できる設計とする。 

(2) １次冷却系統に係る原子炉施

設の損壊その他の異常に対処す

るために必要な指示ができるよ

う、異常等に対処するために必要

な情報を把握できる設備を設置

する設計とする。 

(3) 発電所内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設置又は

保管する設計とする。 
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（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

 

 

 

 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、有毒ガスが重大事故等

に対処するために必要な指示を

行う要員に及ぼす影響により、重

大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員の対処能力が

著しく低下し、安全施設の安全機

能が損なわれることがない設計

とする。 

そのために、固定源及び可動源

それぞれに対して有毒ガス防護

に係る影響評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価

に当たっては、有毒ガスが大気中

に多量に放出されるかの観点か

ら有毒化学物質の性状、貯蔵状況

等を踏まえ、固定源及び可動源を

特定する。また、固定源の有毒ガ

ス影響を軽減することを期待す

る防液堤等は、現場の設置状況を

踏まえ、評価条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定源に対しては、重大事故等

に対処するために必要な指示を

行う要員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が、有毒ガス防護の

ための判断基準値を下回るよう

設計する。 

 

 

 

 

 

 

可動源に対しては、緊急時対策

所換気設備の隔離等の対策によ

り重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員を防護で

きる設計とする。 

 

 

 

(4) 室内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう、酸

素濃度計及び二酸化炭素濃度計

を保管する設計とする。 

(5) 有毒ガスが重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要

員に及ぼす影響により、当該要員

の対処能力が著しく低下しない

よう、当該要員が緊急時対策所

（緊急時対策所建屋内）内にとど

まり、事故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができる設計

とする。 

そのために、有毒ガス評価ガイ

ドを参照し、有毒ガス防護に係る

影響評価を実施する。 

有毒ガス防護に係る影響評価

に当たっては、有毒ガスが大気中

に多量に放出されるかの観点か

ら、有毒化学物質の揮発性等の性

状、貯蔵量、建屋内保管、換気等

の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及

び中央制御室等から半径 10km 以

内にある敷地外の固定源並びに

可動源を特定し、特定した有毒化

学物質に対して有毒ガス防護の

ための判断基準値を設定する。ま

た、固定源の有毒ガス影響を軽減

することを期待する防液堤等は、

現場の設置状況を踏まえ、評価条

件を設定する。 

 

固定源に対しては、貯蔵容器す

べてが損傷し、有毒化学物質の全

量流出によって発生した有毒ガ

スが大気中に放出される事象を

想定し、重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員の吸

気中の有毒ガス濃度の評価結果

が、有毒ガス防護のための判断基

準値を下回るよう設計する。 

 

 

 

可動源に対しては、「10.13 通

信連絡設備」に記載する通信連絡

設備による連絡、緊急時対策所換

気設備の隔離、防護具の着用等に

より重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員を防護

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

(a) 各課（室）長は、発電所敷地内外において貯蔵施設に保管

されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物

質（以下、「固定源」という。）に対して、(b)項、(c)項およ

び c.項の実施により、運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 

 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から

半径１０ｋｍ近傍に新たな有毒化学物質および有毒化学物

質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、固定源の見直しが

ある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス

濃度評価を実施し、評価結果に基づき必要な有毒ガス防護

を実施する。可動源の見直しがある場合は、必要な有毒ガ

ス防護を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 有毒ガス発生時の運転員

等の防護の活動のうち、

設置許可で約束した個別

の運用事項を規定する。 

 

〇 固定源に対する影響を基

準値以下することについ

て、既存の固定源に対し

ては防液堤等の運用管

理・保守管理で担保し、将

来発生し得る固定源につ

いては、有毒化学物質の

確認、影響評価、防護措置

の実施により担保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転管理通達（既存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運転管理通達（２次文書）に紐づく

３次文書において、有毒ガス発生時

の体制の整備に係る計画策定とし

て、社内標準を作成し、具体的活動

を定める。 
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（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

有毒ガス防護に係る影響評価

において、有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤等は、必

要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、重大事故等が発生した

場合においても当該重大事故等

に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができ

るよう、適切な措置を講じた設計

とするとともに、重大事故等に対

処するために必要な情報を把握

できる設備及び発電所内外の通

信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設

備を設置又は保管する設計とす

る。また、重大事故等に対処する

ために必要な数の要員を収容で

きる設計とする。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、異常等に対処するため

に必要な指示を行うための要員

を収容できる設計とする。また、

異常等に対処するために必要な

情報を中央制御室内の運転員を

介さずに正確かつ速やかに把握

できる設備として、安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安

全パラメータ伝送システム及び

ＳＰＤＳ表示装置を設置する設

計とする。また、発電所内の関係

要員への指示及び発電所外関係

箇所との通信連絡を行うために

必要な設備として、衛星電話、緊

急時衛星通報システム、携行型通

話装置、統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備、電

力保安通信用電話設備、加入電

話、加入ファクシミリ、無線通話

装置及び社内ＴＶ会議システム

を設置又は保管する設計とする。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、重大事故等が発生した

場合においても当該事故等に対

処するための適切な措置が講じ

られるよう、その機能に係る設備

を含め、基準地震動に対する地震

力に対し、機能を喪失しないよう

にするとともに、基準津波の影響

を受けない設計とする。地震及び

津波に対しては、「ロ．(1)(ⅱ) 

重大事故等対処施設の耐震設

有毒ガス防護に係る影響評価

において、有毒ガス影響を軽減す

ることを期待する防液堤等は、必

要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下、「防液堤等」という。）について、適切に運用管理を実施

する。 

 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤等は、有

毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、施設管理計

画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 

 

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対して、立会人の随行、通信連

絡手段による連絡、中央制御室換気設備（１号炉および

２号炉）、中央制御室空調装置（３号炉および４号炉）お

よび緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用ならび

に終息活動等の対策を実施する。 

 

 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下、「防液堤等」という。）について、適切に運用管理を実施

する。 

 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤等は、有

毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、施設管理計

画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 

 

補足35-36



（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

計」、「ロ．(2)(ⅱ) 重大事故等

対処施設に対する耐津波設計」に

基づく設計とする。また、緊急時

対策所（緊急時対策所建屋内）の

機能に係る設備は、１号炉及び２

号炉並びに３号炉及び４号炉中

央制御室との共通要因により同

時に機能喪失しないよう、１号炉

及び２号炉並びに３号炉及び４

号炉中央制御室に対して独立性

を有する設計とするとともに、１

号炉及び２号炉並びに３号炉及

び４号炉中央制御室とは離れた

位置に設置又は保管する設計と

する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員に

加え、原子炉格納容器の破損等に

よる発電所外への放射性物質の

拡散を抑制するための対策に対

処するために必要な数の要員を

含め、重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容するこ

とができる設計とする。 

重大事故等が発生し、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）の外

側が放射性物質により汚染した

ような状況下において、対策要員

が緊急時対策所の外側から室内

に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため、身体サ

ーベイ及び作業服の着替え等を

行うための区画を設置する設計

とする。身体サーベイの結果、対

策要員の汚染が確認された場合

は、対策要員の除染を行うことが

できる区画を、身体サーベイを行

う区画に隣接して設置すること

ができるよう考慮する。 

重大事故等が発生した場合に

おいても当該事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、緊急

時対策所（緊急時対策所建屋内）

の居住性を確保するための設備

として、以下の重大事故等対処設

備（居住性の確保）を設ける。 

重大事故等対処設備（居住性の

確保）として、緊急時対策所遮蔽、

緊急時対策所換気設備、酸素濃度

計、二酸化炭素濃度計及び緊急時

対策所内可搬型エリアモニタ並

補足35-37



（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

びに緊急時対策所外可搬型エリ

アモニタを使用する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）の居住性については、想定

する放射性物質の放出量等を東

京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故と同等とし、かつ、緊

急時対策所（緊急時対策所建屋

内）内でのマスクの着用、交代要

員体制及び安定よう素剤の服用

がなく、仮設設備を考慮しない条

件において、１号炉、２号炉、３

号炉及び４号炉の同時被災を考

慮しても、緊急時対策所（緊急時

対策所建屋内）にとどまる要員の

実効線量が事故後 7 日間で

100mSv を超えないことを判断基

準とする。 

緊急時対策所遮蔽は、重大事故

等が発生した場合において、緊急

時対策所（緊急時対策所建屋内）

の気密性及び緊急時対策所換気

設備の性能とあいまって、居住性

に係る判断基準である緊急時対

策所にとどまる要員の実効線量

が事故後 7日間で 100mSvを超え

ない設計とする。 

緊急時対策所換気設備は、重大

事故等が発生した場合において、

緊急時対策所（緊急時対策所建屋

内）内への希ガス等の放射性物質

の侵入を低減又は防止するため

適切な換気設計を行い、緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）の気

密性及び緊急時対策所遮蔽の性

能とあいまって、居住性に係る判

断基準である緊急時対策所（緊急

時対策所建屋内）にとどまる要員

の実効線量が事故後 7 日間で

100mSv を超えない設計とする。

なお、換気設計に当たっては、緊

急時対策所（緊急時対策所建屋

内）の気密性に対して十分な余裕

を考慮した設計とする。緊急時対

策所換気設備として、緊急時対策

所非常用空気浄化ファン、緊急時

対策所非常用空気浄化フィルタ

ユニット及び空気供給装置を保

管する設計とする。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）には、室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障が

ない範囲にあることを把握でき

補足35-38



（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

るよう酸素濃度計及び二酸化炭

素濃度計を保管するとともに、室

内への希ガス等の放射性物質の

侵入を低減又は防止するための

確実な判断ができるよう放射線

量を監視、測定する緊急時対策所

内可搬型エリアモニタ及び緊急

時対策所外可搬型エリアモニタ

を保管する設計とする。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）には、重大事故等が発生し

た場合においても当該事故等に

対処するために必要な指示がで

きるよう、重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握できる

設備として、以下の重大事故等対

処設備（情報の把握）を設ける。 

重大事故等対処設備（情報の把

握）として、重大事故等に対処す

るために必要な情報を中央制御

室の運転員を介さずに緊急時対

策所（緊急時対策所建屋内）にお

いて把握できる情報収集設備を

使用する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）の情報収集設備として、事

故状態等の必要な情報を把握す

るために必要なパラメータ等を

収集し、緊急時対策所（緊急時対

策所建屋内）で表示できるよう、

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）、安全パラメータ伝送シ

ステム及びＳＰＤＳ表示装置を

設置する設計とする。 

原子炉補助建屋に設置する安

全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）及び安全パラメータ伝送シ

ステムについては、全交流動力電

源が喪失した場合においても、代

替電源設備である空冷式非常用

発電装置から給電できる設計と

する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）には、重大事故等が発生し

た場合においても発電所の内外

の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うための設備

として、以下の重大事故等対処設

備（通信連絡）を設ける。 

重大事故等対処設備（通信連

絡）として、緊急時対策所（緊急

時対策所建屋内）から中央制御

室、屋内外の作業場所、原子力事

補足35-39



（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

業本部、本店、国、地方公共団体、

その他関係機関等の発電所の内

外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため、通信

連絡設備を使用する。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）の通信連絡設備として、衛

星電話、緊急時衛星通報システ

ム、携行型通話装置及び統合原子

力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備を設置又は保管す

る設計とする。 

緊急時対策所（緊急時対策所建

屋内）は、代替電源設備からの給

電を可能とするよう、以下の重大

事故等対処設備（電源の確保）を

設ける。 

全交流動力電源が喪失した場

合、代替電源設備としての電源車

（緊急時対策所用）を使用する。 

代替電源設備としての電源車

（緊急時対策所用）は、1台で緊

急時対策所（緊急時対策所建屋

内）に給電するために必要な容量

を有するものを予備も含めて 3

台保管することで、多重性を有す

る設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は、「チ．

(1)(ⅲ) 遮蔽設備」に記載する。 

緊急時対策所換気設備は、「チ．

(1)(ⅳ) 換気設備」に記載する。 

緊急時対策所内可搬型エリア

モニタ及び緊急時対策所外可搬

型エリアモニタは、「チ．(1)(ⅰ) 

放射線監視設備」に記載する。 

空冷式非常用発電装置は、「ヌ．

(2)(ⅳ) 代替電源設備」に記載す

る。 

電力保安通信用電話設備（１

号、２号、３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

加入電話（１号、２号、３号及

び４号炉共用）  

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

無線通話装置（１号、２号、３

号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

社内ＴＶ会議システム（１号、

２号、３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

補足35-40



（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

連絡設備」と兼用） 一式 

［常設重大事故等対処設備］ 

緊急時対策所情報収集設備 

安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 

（１号、２号、３号及び４号炉

共用、一部既設） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

安全パラメータ伝送システム 

（１号、２号、３号及び４号炉

共用、既設） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

ＳＰＤＳ表示装置（１号、２号、

３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

衛星電話（固定）（１号、２号、

３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

緊急時衛星通報システム（１

号、２号、３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備 

（１号、２号、３号及び４号炉

共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）、安全パラメータ伝

送システム、ＳＰＤＳ表示装置、

衛星電話（固定）、緊急時衛星通

報システム及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連

絡設備は、設計基準事故時及び重

大事故等時共に使用する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

酸素濃度計（１号、２号、３号

及び４号炉共用） 個  数  1

（予備 2） 

二酸化炭素濃度計 

（１号、２号、３号及び４号炉

共用） 個 数 1（予備 2） 

衛星電話（携帯）（１号、２号、

３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

衛星電話（可搬）（１号、２号、

３号及び４号炉共用） 
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（２）本文五号 ＋ 添付書類八（10.10 緊急時対策所） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

携行型通話装置（１号、２号、

３号及び４号炉共用） 

（「緊急時対策所」及び「通信

連絡設備」と兼用） 一式 

電源車（緊急時対策所用）（１

号、２号、３号及び４号炉共用） 

台 数 2（予備 1） 

容 量 約 220kVA（1台当たり） 

酸素濃度計、二酸化炭素濃度

計、衛星電話（携帯）、衛星電話

（可搬）及び携行型通話装置は、

設計基準事故時及び重大事故等

時共に使用する。 
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（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷

その他の事故が発生した場合にお

ける当該事故に対処するために必

要な施設及び体制の整備に関する

事項 

 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故 

事故に対処するために必要な施

設及び体制並びに発生すると想定

される事故の程度及び影響の評価

を行うために設定した条件及びそ

の評価の結果 

 

     

(1) 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力（株）福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた

設備強化等の重大事故等対策に

加え、重大事故に至るおそれがあ

る事故若しくは重大事故が発生

した場合又は大規模な自然災害

若しくは故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによ

る発電用原子炉施設（以下「原子

炉施設」という。）の大規模な損

壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生するおそれがある場合又

は発生した場合における以下の

重大事故等対処設備に係る事項、

復旧作業に係る事項、支援に係る

事項及び手順書の整備、教育及び

訓練の実施並びに体制の整備を

考慮し、運用面での対策を行う。 

「(ⅰ) 重大事故等対策」につ

いて手順を整備し、重大事故等の

対応を実施する。「(ⅱ)大規模な

自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項」の「a. 可

搬型設備等による対応」は、「(ⅰ) 

重大事故等対策」の対応手順を基

に大規模損壊が発生するおそれ

がある場合又は発生した場合の

様々な状況においても、事象進展

の抑制及び緩和を行うための手

順を整備し、大規模損壊が発生す

るおそれがある場合又は発生し

た場合に対処する。 

また、重大事故等又は大規模損

壊に対処するための体制におい

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要

な技術的能力 

東京電力（株）福島第一原子力発

電所の事故の教訓を踏まえた設備

強化等の重大事故等対策に加え、重

大事故に至るおそれがある事故若

しくは重大事故が発生した場合又

は大規模な自然災害若しくは故意

による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施

設（以下「原子炉施設」という。）

の大規模な損壊（以下「大規模損壊」

という。）が発生するおそれがある

場合又は発生した場合における以

下の重大事故等対処設備に係る事

項、復旧作業に係る事項、支援に係

る事項及び手順書の整備、教育及び

訓練の実施並びに体制の整備を考

慮し、運用面での対策を行う。 

「5.1重大事故等対策」について

手順を整備し、重大事故等の対応を

実施する。「5.2大規模な自然災害

又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応にお

ける事項」の「5.2.1可搬型設備等

による対応」は、「5.1重大事故等

対策」の対応手順を基に大規模損壊

が発生するおそれがある場合又は

発生した場合の様々な状況におい

ても、事象進展の抑制及び緩和を行

うための手順を整備し、大規模損壊

が発生するおそれがある場合又は

発生した場合に対処する。 

また、重大事故等又は大規模損壊

に対処するための体制において技

術的能力を維持管理していくため

に必要な事項を、「核原料物質、核
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（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

て技術的能力を維持管理してい

くために必要な事項を、「原子炉

等規制法」に基づく原子炉施設保

安規定等において規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置については、「実

用発電用原子炉に係る発電用原

子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」（以下「技術的

能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え、「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則」

（以下「設置許可基準規則」とい

う。）に基づいて整備する設備の

運用手順等についても考慮した

第 10.1表に示す「重大事故等対

策における手順書の概要」を含め

て手順書等を適切に整備する。 

(ⅰ) 重大事故等対策 

（中略） 

 

燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」と

いう。）に基づく原子炉施設保安規

定等において規定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置については、「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設

置者の重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基

準」（以下「技術的能力審査基準」と

いう。）で規定する内容に加え、「実

用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」（以下「設置許可基準規則」

という。）に基づいて整備する設備

の運用手順等についても考慮した

第 5.1.1表に示す「重大事故等対策

における手順書の概要」を含めて手

順書等を適切に整備する。整備する

手順書については、「追補 1 重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術

的能力」の 1.1から 1.19 にて補足

する。 

5.1 重大事故等対策 

重大事故等対策において、１号

炉、２号炉、３号炉及び４号炉の同

時被災の過酷な状態においても、号

炉ごとに独立して事故対応にあた

ることを原則とし、1つの号炉の事

故対応が他号炉（１号炉、２号炉、

３号炉及び４号炉のうち自号炉を

除く。）の事故対応に干渉すること

のないように以下の点を考慮し、重

大事故等対処設備に係る事項、復旧

作業に係る事項、支援に係る事項及

び手順書の整備、教育及び訓練の実

施並びに体制の整備に係る事項を

規定する。 

・可搬型重大事故等対処設備は、他

号炉（１号炉、２号炉、３号炉及

び４号炉のうち自号炉を除く。）

の設備の融通を前提とせず、号

炉ごとに必要な数量を確保す

る。 

・重大事故等対策要員は、１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉同時

に事故対応を行うため、号炉ご

とに必要な要員を発電所内及び

発電所近傍に常時確保する。 

・事故対応に係る号炉ごとの作業

の干渉を回避できるよう、号炉
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（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

ごとに作業場所を分離する。ま

た、１号炉及び２号炉並びに３

号炉及び４号炉のそれぞれに専

用の屋外アクセスルート及び海

水の取水ポイントを設定する。 

・指揮命令系統は、号炉ごとに設置

する指揮者の下で独立して事故

対応を行う体制とし、他号炉（１

号炉、２号炉、３号炉及び４号炉

のうち自号炉を除く。）の影響を

排除することにより事故対応を

円滑に実施する。また、本部長は

１号炉、２号炉、３号炉及び４号

炉の状況把握に努め、号炉ごとに

独立した対応が困難な場合にお

いては、要員、設備及び資機材等

の融通を行う等、必要に応じて号

炉間の調整を行い、柔軟な対応を

行うことにより迅速な事故収束

に努める。 

 

5.1.1 重大事故等対処設備に係る事

項 

変更前の「5.1.1 重大事故等対処

設備に係る事項」の記載に同じ。 

 

5.1.2 復旧作業に係る事項 

変更前の「5.1.2 復旧作業に係る

事項」の記載に同じ。 

 

5.1.3 支援に係る事項 

変更前の「5.1.3 支援に係る事

項」の記載に同じ。 

 

d. 手順書の整備、教育及び訓練

の実施並びに体制の整備 

 

 

 

 

 

(a) 手順書の整備 

重大事故等発生時におい

て、事象の種類及び事象の進展

に応じて重大事故等に的確か

つ柔軟に対処できるよう手順

書を整備する。 

また、手順書は使用主体に

応じて、運転員が使用する手順

書（以下「運転手順書」とい

う。）、緊急時対策本部が使用

する手順書（以下「緊急時対策

本部用手順書」という。）及び

5.1.4 手順書の整備、教育及び訓練の

実施並びに体制の整備 

重大事故等発生時に的確かつ

柔軟に対処できるよう、手順書を

整備し、教育及び訓練を実施する

とともに、要員を確保する等の必

要な体制を整備する。 

(1) 手順書の整備 

重大事故等発生時において、事

象の種類及び事象の進展に応じ

て重大事故等に的確かつ柔軟に

対処できるよう手順書を整備す

る。 

また、手順書は使用主体に応じ

て、運転員が使用する手順書（以

下「運転手順書」という。）、緊

急時対策本部が使用する手順書

（以下「緊急時対策本部用手順

書」という。）及び緊急時対策本
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（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

緊急時対策本部のうち支援組

織が使用する手順書（以下「支

援組織用手順書」という。）を

整備する。 

(a-1) すべての交流動力電源及

び常設直流電源系統の喪失、

安全系の機器若しくは計測

器類の多重故障又は１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉の

同時被災の過酷な状態にお

いて、限られた時間の中で原

子炉施設の状態の把握及び

実施すべき重大事故等対策

の適切な判断に必要な情報

の種類、その入手の方法及び

判断基準を整理し、手順を整

備する。 

原子炉施設の状態の把握

が困難な場合にも対処でき

るよう、パラメータを計測す

る計器故障時に原子炉施設

の状態を把握するための手

順、パラメータの把握能力を

超えた場合に原子炉施設の

状態を把握するための手順

及び計測に必要な計器電源

が喪失した場合の手順を整

備する。 

具体的には、第 10.1表に

示す「重大事故等対策におけ

る手順書の概要」のうち

「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」の内容を含むもの

とする。 

(a-2) 炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止

するために、最優先すべき操

作等を迷うことなく判断し

実施できるよう、判断基準を

明確にした手順を以下のと

おり整備する。 

炉心損傷が発生した場合

において、原子炉格納容器の

破損防止の対処に迷うこと

なく移行できるよう、原子炉

格納容器への注水を最優先

する判断基準を明確にした

手順を整備する。 

炉心の著しい損傷又は原

子炉格納容器の破損を防止

するために注水する淡水源

が枯渇又は使用できない状

況においては、迷わず海水注

部のうち支援組織が使用する手

順書（以下「支援組織用手順書」

という。）を整備する。 

 

a. すべての交流動力電源及び常

設直流電源系統の喪失、安全系

の機器若しくは計測器類の多

重故障又は１号炉、２号炉、３

号炉及び４号炉の同時被災の

過酷な状態において、限られた

時間の中で原子炉施設の状態

の把握及び実施すべき重大事

故等対策の適切な判断に必要

な情報の種類、その入手の方法

及び判断基準を整理し、運転手

順書及び緊急時対策本部用手

順書にまとめる。 

原子炉施設の状態の把握が

困難な場合にも対処できるよ

う、パラメータを計測する計器

故障時に原子炉施設の状態を

把握するための手順、パラメー

タの把握能力を超えた場合に

原子炉施設の状態を把握する

ための手順及び計測に必要な

計器電源が喪失した場合の手

順を整備する。 

具体的には、第 5.1.1表に示

す「重大事故等対策における手

順書の概要」のうち「1.15事故

時の計装に関する手順等」の内

容を含むものとする。 

 

 

b. 炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止する

ために、最優先すべき操作等を

迷うことなく判断し実施でき

るよう、判断基準を明確にした

手順を以下のとおり整備する。 

 

炉心損傷が発生した場合に

おいて、原子炉格納容器の破損

防止の対処に迷うことなく移

行できるよう、原子炉格納容器

への注水を最優先する判断基

準を明確にした手順を整備す

る。 

炉心の著しい損傷又は原子

炉格納容器の破損を防止する

ために注水する淡水源が枯渇

又は使用できない状況におい

ては、迷わず海水注水を行える
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（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

水を行えるよう判断基準を

明確にした手順を整備する。 

全交流動力電源喪失時等

において、準備に長時間を要

する可搬型設備を必要な時

期に使用可能とするため、準

備に掛かる時間を考慮の上、

手順着手の判断基準を明確

にした手順を整備する。 

炉心の著しい損傷時にお

いて水素爆発を懸念し、水素

濃度制御設備の必要な起動

時期を見失うことがないよ

う、水素濃度制御設備を速や

かに起動する判断基準を明

確にした手順を整備する。 

その他、炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な各

操作については、重大事故等

対処設備を必要な時期に使

用可能とするため、手順着手

の判断基準を明確にした手

順を整備する。 

重大事故等対策時におい

て、設計基準事故に用いる操

作の制限事項が継続して適

用されることで事故対応に

悪影響を及ぼさないよう手

順を区別するとともに、重大

事故等発生時には速やかに

移行できるよう判断基準を

明確にした手順を整備する。 

(a-3) 重大事故等対策の実施に

おいて、財産（設備等）保護

よりも安全を優先する共通

認識を持ち、行動できるよ

う、社長があらかじめ方針を

示す。 

重大事故等発生時の運転

操作において、当直課長が躊

躇せず指示できるよう、財産

（設備等）保護よりも安全を

優先する方針に基づき定め

た判断基準を運転手順書に

整備する。 

重大事故等発生時の発電

所の緊急時対策本部活動に

おいて重大事故等対策を実

施する際に、発電所の緊急時

対策本部長が、財産（設備等）

保護よりも安全を優先する

方針にしたがった判断を実

よう判断基準を明確にした手

順を整備する。 

全交流動力電源喪失時等に

おいて、準備に長時間を要する

可搬型設備を必要な時期に使

用可能とするため、準備に掛か

る時間を考慮の上、手順着手の

判断基準を明確にした手順を

整備する。 

炉心の著しい損傷時におい

て水素爆発を懸念し、水素濃度

制御設備の必要な起動時期を

見失うことがないよう、水素濃

度制御設備を速やかに起動す

る判断基準を明確にした手順

を整備する。 

その他、炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防

止するために必要な各操作に

ついては、重大事故等対処設備

を必要な時期に使用可能とす

るため、手順着手の判断基準を

明確にした手順を整備する。 

重大事故等対策時において、

設計基準事故に用いる操作の

制限事項が継続して適用され

ることで事故対応に悪影響を

及ぼさないよう手順を区別す

るとともに、重大事故等発生時

には速やかに移行できるよう

判断基準を明確にした手順を

整備する。 

 

c. 重大事故等対策の実施にお

いて、財産（設備等）保護より

も安全を優先する共通認識を

持ち、行動できるよう、社長が

あらかじめ方針を示す。 

 

重大事故等発生時の運転操

作において、当直課長が躊躇せ

ず指示できるよう、財産（設備

等）保護よりも安全を優先する

方針に基づき定めた判断基準

を運転手順書に整備する。 

 

重大事故等発生時の発電所

の緊急時対策本部活動におい

て重大事故等対策を実施する

際に、発電所の緊急時対策本部

長が、財産（設備等）保護より

も安全を優先する方針にした

がった判断を実施する。また、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足35-47



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

施する。また、財産（設備等）

保護よりも安全を優先する

方針に基づき定めた判断基

準を緊急時対策本部用手順

書に整備する。 

(a-4) 重大事故等対策時に使用

する手順書として、発電所内

の実施組織と支援組織が連

携し事故の進展状況に応じ

て実効的に重大事故等対策

を実施するため、運転員用及

び支援組織用の手順書を適

切に定める。 

 

 

 

 

 

運転手順書は、重大事故等

対策を的確に実施するため

に、事故の進展状況に応じて

構成し定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産（設備等）保護よりも安全

を優先する方針に基づき定め

た判断基準を緊急時対策本部

用手順書に整備する。 

 

d. 重大事故等対策時に使用す

る手順書として、発電所内の実

施組織と支援組織が連携し事

故の進展状況に応じて実効的

に重大事故等対策を実施する

ため、運転員用及び支援組織用

の手順書を適切に定める。 

なお、降灰、竜巻等の自然災

害による重大事故等対処設備

への影響を低減させるため、火

山灰の除灰及び竜巻時の固縛

等の対処を行う手順について

も整備する。 

運転手順書は、重大事故等対

策を的確に実施するために、事

故の進展状況に応じて、以下の

ように構成し定める。 

・警報に対処する運転手順書 

機器の異常を検知する警報

発信時の対応処置に使用 

・事象の判別を行う運転手順

書 

原子炉トリップ及び非常用

炉心冷却設備作動直後に実施

すべき事象の判別及び対応処

置に使用 

・故障及び設計基準事故に対

処する運転手順書 

運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故の対応措置に

使用 

・炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止す

る運転手順書（安全機能ベ

ースと事象ベースで構成） 

安全機器の多重故障等が発

生し、設計基準事故を超えた場

合の対応措置に使用 

・炉心の著しい損傷が発生し

た場合に対処する運転手順

書 

炉心損傷時に、炉心の著しい

損傷の緩和及び原子炉格納容

器の破損を防止するために実

施する対応措置に使用 

実施組織が重大事故等対策

を的確に実施するためのその

他の対応手順として、大気、海

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足35-48



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

 

 

 

 

 

緊急時対策本部用手順書

に、体制、通報及び緊急時対

策本部内の連携等について

明確にし、その中に支援組織

用手順書を整備し、支援の対

応等、重大事故等対策を的確

に実施するための必要事項

を明確に示した手順を定め

る。 

なお、運転手順書は、事故

の進展状況に応じて、構成を

明確化し、手順書相互間を的

確に移行できるよう、移行基

準を明確にする。 

事故発生時は、故障及び設

計基準事故に対処する運転

手順書により事象判別及び

初期対応を行う。多重故障等

により設計基準事故を超え

た場合は、炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損

を防止する事象ベースの運

転手順書に移行する。 

事象判別及び初期対応を

行っている場合又は事象ベ

ースの運転手順書にて事故

対応操作中は、安全機能パラ

メータを常に監視し、あらか

じめ定めた適用条件が成立

すれば、炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を

防止する安全機能ベースの

運転手順書に移行する。 

 

 

 

 

ただし、原因が明確でかつ

その原因除去あるいは対策

が優先されるべき場合は、安

全機能ベースの運転手順書

には移行せず、その原因に対

する事象ベースの運転手順

書を優先する。 

多重故障が解消され安全

機能が回復すれば、故障及び

設計基準事故に対処する運

転手順書に戻り処置を行う。 

洋への放射性物質の拡散の抑

制、中央制御室維持、モニタリ

ング設備、緊急時対策本部設営

及び通信連絡設備に関する手

順書を定める。 

緊急時対策本部用手順書

に、体制、通報及び緊急時対策

本部内の連携等について明確

にし、その中に支援組織用手順

書を整備し、支援の対応等、重

大事故等対策を的確に実施す

るための必要事項を明確に示

した手順を定める。 

 

なお、運転手順書は、事故の

進展状況に応じて、構成を明確

化し、手順書相互間を的確に移

行できるよう、移行基準を明確

にする。 

事故発生時は、故障及び設

計基準事故に対処する運転手

順書により事象判別及び初期

対応を行う。多重故障等により

設計基準事故を超えた場合は、

炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止する事

象ベースの運転手順書に移行

する。 

事象判別及び初期対応を行

っている場合又は事象ベース

の運転手順書にて事故対応操

作中は、安全機能パラメータ

（未臨界性、炉心の冷却機能、

蒸気発生器の除熱機能、原子炉

格納容器の健全性、放射性物質

の放出防止及び１次冷却系保

有水の維持）を常に監視し、あ

らかじめ定めた適用条件が成

立すれば、炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防

止する安全機能ベースの運転

手順書に移行する。 

ただし、原因が明確でかつ

その原因除去あるいは対策が

優先されるべき場合は、安全機

能ベースの運転手順書には移

行せず、その原因に対する事象

ベースの運転手順書を優先す

る。 

多重故障が解消され安全機

能が回復すれば、故障及び設計

基準事故に対処する運転手順

書に戻り処置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足35-49



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止

する運転手順書による対応

で事故収束せず炉心損傷に

至った場合は、炉心の著しい

損傷が発生した場合に対処

する運転手順書に移行し対

応処置を実施する。 

(a-5) 重大事故等対策実施の判

断基準として確認される水

位、圧力、温度等の計測可能

なパラメータを整理し、運転

手順書に明記する。 

重大事故等に対処するた

めに監視することが必要な

パラメータを、あらかじめ選

定し、重要な監視パラメータ

と有効な監視パラメータに

位置づけ運転手順書に明記

する。通常使用するパラメー

タが故障等により計測不能

な場合は、代替パラメータに

て当該パラメータを推定す

る方法を運転手順書に明記

する。なお、記録が必要なパ

ラメータ及び直流電源が喪

失しても可搬型計測器によ

り計測可能なパラメータを

あらかじめ選定し、運転手順

書に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、重大事故等対策実施

時におけるパラメータ挙動

予測、影響評価すべき項目及

び監視パラメータ等を手順

書に整理する。 

有効性評価等にて整理し

た有効な情報について、運転

員が監視すべきパラメータ

の選定、状況の把握及び進展

予測並びに対応処置の参考

情報とし、運転手順書に整理

する。 

また、有効性評価等にて整

理した有効な情報について、

発電所緊急時対策本部要員

炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止する

運転手順書による対応で事故

収束せず炉心損傷に至った場

合は、炉心の著しい損傷が発生

した場合に対処する運転手順

書に移行し対応処置を実施す

る。 

e. 重大事故等対策実施の判断

基準として確認される水位、圧

力、温度等の計測可能なパラメ

ータを整理し、運転手順書に明

記する。 

重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラ

メータを、あらかじめ原子炉施

設の状態を監視するパラメー

タの中から選定し、耐震性、耐

環境性のある計測機器での確

認可否により、重要な監視パラ

メータと有効な監視パラメー

タに位置づけ運転手順書に明

記する。重要な監視パラメータ

と有効な監視パラメータは、通

常使用する主要なパラメータ

とその代替パラメータにより

構成し、主要なパラメータが故

障等により計測不能な場合は、

代替パラメータにて当該パラ

メータを推定する方法を運転

手順書に明記する。なお、重要

な監視パラメータと有効な監

視パラメータの中から、記録が

必要なパラメータ及び直流電

源が喪失しても可搬型計測器

により計測可能なパラメータ

をあらかじめ選定し、運転手順

書に明記する。 

また、重大事故等対策実施時

におけるパラメータ挙動予測、

影響評価すべき項目及び監視

パラメータ等を手順書に整理

する。 

有効性評価等にて整理した

有効な情報について、運転員が

監視すべきパラメータの選定、

状況の把握及び進展予測並び

に対応処置の参考情報とし、運

転手順書に整理する。 

 

また、有効性評価等にて整理

した有効な情報について、発電

所緊急時対策本部要員（以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足35-50



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

（以下「緊急時対策本部要

員」という。）が運転操作を

支援するためのパラメータ

挙動予測や影響評価のため

の判断情報とし、支援組織用

手順書に整理する。 

(a-6) 前兆事象として把握がで

きるか、重大事故を引き起こ

す可能性があるかを考慮し

て、設備の安全機能の維持及

び事故の未然防止対策をあ

らかじめ検討しておき、前兆

事象を確認した時点で事前

の対応ができる体制及び手

順を整備する。 

大津波警報が発令された

場合、原則として取水路防潮

ゲートの閉止、原子炉の停止

及び冷却操作を行う手順を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の前兆事象を伴う

事象については、気象情報の

収集、巡視点検の強化及び事

故の未然防止の対応を行う

手順を整備する。 

 

 

 

「緊急時対策本部要員」とい

う。）が運転操作を支援するた

めのパラメータ挙動予測や影

響評価のための判断情報とし、

支援組織用手順書に整理する。 

 

f. 前兆事象として把握ができ

るか、重大事故を引き起こす可

能性があるかを考慮して、設備

の安全機能の維持及び事故の

未然防止対策をあらかじめ検

討しておき、前兆事象を確認し

た時点で事前の対応ができる

体制及び手順を整備する。 

 

大津波警報が発令された場

合、原則として取水路防潮ゲー

トの閉止、原子炉の停止及び冷

却操作を行う手順を整備する。

また、所員の高台への避難及び

水密扉の閉止を行い、津波監視

カメラ及び潮位計による津波

の継続監視を行う手順を整備

する。 

台風進路に想定された場合、

屋外設備の暴風雨対策の強化

及び巡視点検の強化を実施し

災害発生時に迅速な対応を行

う手順を整備する。 

竜巻の発生が予測される場

合、車両の退避又は固縛、屋外

作業の中止、燃料取扱作業の中

止、使用済燃料ピットの竜巻飛

来物防護対策設備の設置状態

の確認、換気空調系のダンパ等

の閉止、ディーゼル建屋の水密

扉及びその他扉の閉止状態を

確認する手順を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事

象については、気象情報の収

集、巡視点検の強化及び事故の

未然防止の対応を行う手順を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足35-51



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

 

 

 

 

 

 

 

(a-7) 有毒ガス発生時に、事故

対策に必要な各種の指示・操

作を行うことができるよう、

運転員（当直員）、緊急時対

策本部要員及び緊急安全対

策要員の吸気中の有毒ガス

濃度を有毒ガス防護のため

の判断基準値以下とするた

めの手順と体制を整備する。 

 

固定源に対しては、運転員

（当直員）、緊急時対策本部

要員及び緊急安全対策要員

の吸気中の有毒ガス濃度を

有毒ガス防護のための判断

基準値を下回るようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可動源に対しては、換気空調

設備の隔離等により、運転員

（当直員）及び緊急時対策本

部要員が事故対策に必要な

各種の指示・操作を行うこと

 

 

 

 

 

 

 

g. 有毒ガス発生時に、事故対

策に必要な各種の指示・操作を

行うことができるよう、運転員

（当直員）、緊急時対策本部要

員及び緊急安全対策要員の吸

気中の有毒ガス濃度を有毒ガ

ス防護のための判断基準値以

下とするための手順と体制を

整備する。 

 

敷地内外において貯蔵施設に

保管されている有毒ガスを発

生させるおそれのある有毒化

学物質（以下「固定源」という。）

に対しては、運転員（当直員）、

緊急時対策本部要員及び緊急

安全対策要員の吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値を下回るよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内において輸送手段の輸

送容器に保管されている有毒

ガスを発生させるおそれのあ

る有毒化学物質（以下「可動源」

という。）に対しては、換気空

添付３ 

 

１ 重大事故等対策 

（中略） 

１．３  手順書の整備 

(1)  

（中略） 

ケ 安全・防災室長および発電室長は、有毒ガス発生時に、

事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよ

う、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするための手順および体制を社内

標準に定める。 

 

 

 

 

(ｱ) 安全・防災室長は、発電所敷地内外の固定源に対し

て、有毒化学物質の確認、防液堤等の運用管理および防

液堤等の保守管理の実施により、運転員（当直員）、緊

急時対策本部要員および緊急安全対策要員の吸気中の

有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下

回るようにする手順および体制を社内標準に定める。 

 

添付２ ７ 有毒ガス ７．４手順書の整備 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

(b) 各課（室）長は、発電所敷地内および中央制御室等から

半径１０ｋｍ近傍に新たな有毒化学物質および有毒化学物

質の性状、貯蔵状況等の変更を確認し、固定源の見直しが

ある場合は、有毒ガスが発生した場合の吸気中の有毒ガス

濃度評価を実施し、評価結果に基づき必要な有毒ガス防護

を実施する。可動源の見直しがある場合は、必要な有毒ガ

ス防護を実施する。 

 

(c) 各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下、「防液堤等」という。）について、適切に運用管理を実施

する。 

 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤等は、有

毒ガス影響を軽減する機能を維持するため、施設管理計

画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、

必要に応じ補修を行う。 

 

 

（添付３） 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、可動源に対して、

運転員（当直員）および緊急時対策本部要員が事故対策

に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう立会

人の随行、通信連絡手段による連絡、中央制御室換気設

備（１号炉および２号炉）、中央制御室空調装置（３号

 

 

 

 

 

 

 

〇 有毒ガス発生時の運転員

等の防護の活動のうち、

ＳＡ要求について、設置

許可で約束した個別の運

用事項を規定する。 

 

 

 

 

 

〇 固定源に対する影響を基

準値以下することについ

て、既存の固定源に対し

ては防液堤等の運用管理

（添付２ 7.4 a.(c)）・保

守管理（添付２ 7.4 c.）

で担保し、将来発生し得

る固定源については、有

毒化学物質の確認、影響

評価、防護措置の実施（添

付２ 7.4 a.(b)）により

担保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 有毒ガス発生時の運転員

等の防護の活動のうち、

ＳＡ要求について、設置

許可で約束した個別の運

用事項を規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

運転管理通達（既存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転管理通達（既存） 

 

 

 

 

 

 

 

・運転管理通達（２次文書）に紐づく

３次文書において、有毒ガス発生時

の体制の整備に係る計画策定とし

て、社内標準を作成し、具体的活動

を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運転管理通達（２次文書）に紐づく

３次文書において、有毒ガス発生時

の体制の整備に係る計画策定とし

て、社内標準を作成し、具体的活動

を定める。 

補足35-52



（３）本文十号 ＋ 添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
設置変更許可申請書（本文） 

R02.01.29許可 

設置変更許可申請書（添付書類） 

R02.01.29許可 

原子炉施設保安規定 社内規定文書 

記載すべき内容 記載の考え方 該当規定文書 記載内容の概要 

ができるようにする。 

 

 

 

 

予期せぬ有毒ガスの発生

においても、運転員（当直員）

及び緊急時対策本部要員の

うち初動対応を行う者に対

して配備した防護具を着用

することにより、事故対策に

必要な各種の指示・操作を行

うことができるよう手順と

体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

有毒ガスの発生による異

常を検知した場合、通信連絡

設備により、有毒ガスの発生

を発電所内の必要な要員に

周知する手順を整備する。 

 

 

 

(b) 教育及び訓練の実施 

（以下略） 

 

 

調設備の隔離等により、運転員

（当直員）及び緊急時対策本部

要員が事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことができ

るようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生に

おいても、運転員（当直員）及

び緊急時対策本部要員のうち

初動対応を行う者に対して配

備した防護具を着用すること

により、事故対策に必要な各種

の指示・操作を行うことができ

るよう手順と体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

有毒ガスの発生による異常

を検知した場合は、運転員（当

直員）に連絡し、運転員（当直

員）が通信連絡設備により、発

電所内の必要な要員に有毒ガ

スの発生を周知する手順を整

備する。 

 

(2) 教育及び訓練の実施 

（以下略） 

 

炉および４号炉）および緊急時対策所換気設備の隔離、

防護具の着用ならびに終息活動等の手順を社内標準に

定める。 

 

 

 

 

(ｳ) 安全・防災室長および発電室長は、予期せぬ有毒ガス

の発生においても、運転員（当直員）および緊急時対策

本部要員のうち初動対応を行う要員に対して配備した

防護具を着用することならびに防護具のバックアップ

体制を整備することにより、事故対策に必要な各種の指

示・操作を行うことができるよう手順および体制を社内

標準に定める。 

 

（添付２） 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

(b) 各課（室）長は、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、

防護具の着用および防護具のバックアップ体制整備の

対策を実施する。 

 

（添付３） 

(ｴ) 安全・防災室長は、有毒ガスの発生による異常を検知

した場合は、運転員（当直員）に連絡し、運転員（当直

員）が通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有

毒ガスの発生を周知する手順を社内標準に定める。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＤＢ事象下における予期

せぬ有毒ガス対応につい

て、添付２にも明確化す

る。 

 

 

補足35-53



 

添付３  
 
 
 
 
 
 
 

上流文書（工事計画）から保安規定への記載内容 

【有毒ガス】 
  

補足35-54



基本設計方針他に記載された運用事項の整理 

 

 

１．本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び添付説明書にて記載された運用要求事項は、条文毎にそれぞ

れ対応する記載を横並びで整理する。当社の資料構成の詳細については、別紙に示す。 

 

２．運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び添付資料をそれぞれに対して以下のス

テップで実施した。 

（１）運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び添付資料における運用要求の抽出は、以下の手順で実施した。抽出のフロー

を図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針については、「設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書」に規定する

「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方針のうち、要求種別が「運用要求」と整理

された基本設計方針条文の抽出を行う。 

Step2※１：Step1にて要求種別が「運用要求」以外と整理された基本設計方針条文、要目表及び添付資料に

おいて「保安規定に定める」等と記載され、かつ設計所管が運用で担保する事項であると判断し

た箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観点から、保安規

定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定及び社内標準の変更を伴うものを「基本設計方針他

に記載された運用事項の整理」としてまとめた。また、変更を伴わないものは別リストとした。 

 

※１ 運用としての変更の有無に関わらず抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準及び社内標準の具

体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」及び別添２「保安規定及び

社内標準の変更を伴わない運用要求」にまとめた。  

補足35-55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工認記載（要目表、基本設計方針、添付資料※１） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 

STEP-2 

様式-8において「運
用要求」に分類され

ている事項か？※２ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる条文か？※２ 

YES 

保安規定及び社内標準の変更を伴

わない運用要求（別添２） 

NO 
 

STEP-3 

「基本設計方針他に記載された運用事

項の整理」の記載対象（別添１） 

保安規定及び社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 基本設計方針抽出フロー 

NO 

※１ 工認の申請方法（号機寄せ）により、関連する他号炉の添付資料も含む。 

※２ 運用としての変更の有無に関わらず抽出する。 

YES 

補足35-56



 

 

３．保安規定への反映フォーマットの説明 

項  目 説 明 内 容 

基本設計方針 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書他）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書他）

に記載すべき内容を明確にする。 

○「様式条文」にて技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における施設区分を示

す。 

説明資料 ○「青字（青下線）」により、保安規定および関連する社内規定文書

（2次文書他）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、関連する社内規定文書（2次文書他）

に記載すべき内容を明確にする。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

原子炉施設保安規定 

（記載すべき内容） 

○「黒下線」により、工事計画変更認可申請書（基本設計方針・説明

書）に定義した「保安規定」に定めるべき内容に対応した記載を

示す。 

〇「赤字」により、保安規定変更箇所を明確にする。 

原子炉施設保安規定 

（記載の考え方） 

○「保安規定（内容）」の補足説明を示す。 

社内規定文書 

（該当規定文書） 

○ 該当する社内規定文書（2次文書他）を記載する。 

 

社内規定文書 

（記載内容の概要） 

○ 社内標準における記載内容の概要を示す。 

 

 

 

 

補足35-57



別添１（１）：「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」（高浜１号機） 
 

基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T1-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 
 (3) 換気設備  
可動源から発生した有毒ガスに対して、中央制
御室換気設備の外気取入れを手動で遮断し、閉
回路循環方式に切り換えることにより、外部雰
囲気から隔離できる設計とする。  
具体的な、換気設備の機能については、資料

３５「中央制御室の居住性に関する説明書」に

示す。 

 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定する。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定める。 

 

補足35-58



別添１（２）：「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」（高浜２号機） 
 

基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T2-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 
(3) 換気設備  
可動源から発生した有毒ガスに対して、中央制
御室換気設備の外気取入れを手動で遮断し、閉
回路循環方式に切り換えることにより、外部雰
囲気から隔離できる設計とする。  
具体的な、換気設備の機能については、資料３

５「中央制御室の居住性に関する説明書」に示

す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定する。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定める。 

 

補足35-59



別添２（１）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜１号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T1-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡

設備による連絡、中央制御室換気設備の隔離、

防護具の着用等により運転員を防護すること

で、技術基準規則別記－９に基づく有毒ガスの

発生を検出するための装置及び当該装置が有

毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報

するための装置の設置を不要とする設計とす

る。 
また、可動源から有毒ガスが発生した場合に

おいては、漏えいに対する希釈等の終息活動に

より有毒ガスの発生を低減するための活動を

実施する。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T1-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

 (1) 立会人の随行 

発電所敷地内に可動源が入構する場合には、

立会人を随行させることで、可動源から有毒ガ

スが発生した場合に認知可能な体制を整備す

る。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T1-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

 (2) 通信連絡  

可動源から有毒ガスが発生した場合におい

て、発電所内の通信連絡をする必要のある場所

との通信連絡設備（発電所内）による連絡体制

を整備する。 

具体的な通信連絡設備については、資料１０

「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定する。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定める。 

補足35-60



別添２（１）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜１号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T1-添 31-14 

 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

 (4) 防護具の着用  

可動源から発生した有毒ガスから運転員を

防護するため、防毒マスク及び酸素呼吸器（12

個、１・２号機共用）を配備する。防毒マスク及

び酸素呼吸器の配備場所を第 3 図に示す。可動

源から有毒ガスが発生した場合には、当直課長

の指示により、運転員は防毒マスク又は酸素呼

吸器を着用する。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防

液堤等は、必要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

なし なし 添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

 (c) 各課（室）長は、有毒ガス防

護に係る影響評価において、有

毒ガス影響を軽減することを

期待する堰および覆い（以下、

「防液堤等」という。）につい

て、適切に運用管理を実施す

る。 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護

に係る影響評価において、有毒

ガス影響を軽減することを期待

する防液堤等は、有毒ガス影響

を軽減する機能を維持するた

め、施設管理計画に基づき適切

に施設管理、点検を実施すると

ともに、必要に応じ補修を行う。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１・２・３・４号機共用）の隔離等の対策

により指示要員を防護できる設計とする。  

資料４３ 

T1-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡

設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用等により指示要員を防護する

ことで、技術基準規則別記－９に基づく有毒ガ

スの発生を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に

警報するための装置の設置を不要とする設計

とする。 
また、可動源から有毒ガスが発生した場合に

おいては、漏えいに対する希釈等の終息活動に

より有毒ガスの発生を低減するための活動を

実施する。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-61



別添２（１）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜１号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１・２・３・４号機共用）の隔離等の対策

により指示要員を防護できる設計とする。  

資料４３ 

T1-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(1) 立会人の随行  

発電所敷地内に可動源が入構する場合には、

立会人を随行させることで、可動源から有毒ガ

スが発生した場合に認知可能な体制を整備す

る。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１・２・３・４号機共用）の隔離等の対策

により指示要員を防護できる設計とする。  

資料４３ 

T1-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(2) 通信連絡  

可動源から有毒ガスが発生した場合におい

て、発電所内の通信連絡をする必要のある場所

との通信連絡設備（発電所内）による連絡体制

を整備する。  

具体的な通信連絡設備については、資料１０

「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１・２・３・４号機共用）の隔離等の対策

により指示要員を防護できる設計とする。  

資料４３ 

T1-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(3) 換気設備  

可動源から発生した有毒ガスに対して、緊急

時対策所換気設備の外気取入れを手動で遮断す

ることにより、外部雰囲気から隔離できる設計

とする。  

具体的な、換気設備の機能については、資料

４４「緊急時対策所の居住性に関する説明書」

に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-62



別添２（１）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜１号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１・２・３・４号機共用）の隔離等の対策

により指示要員を防護できる設計とする。  

資料４３ 

T1-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(4) 防護具の着用  

可動源から発生した有毒ガスから指示要員

を防護するため、防毒マスク及び酸素呼吸器（31

個、１・２・３・４号機共用）を配備する。防毒

マスク及び酸素呼吸器の配備場所を第 6 図に示

す。可動源から有毒ガスが発生した場合には、

全体指揮者の指示により、指示要員は防毒マス

ク又は酸素呼吸器を着用する。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防

液堤等は、必要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

なし なし 添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

 (c) 各課（室）長は、有毒ガス防

護に係る影響評価において、有

毒ガス影響を軽減することを

期待する堰および覆い（以下、

「防液堤等」という。）につい

て、適切に運用管理を実施す

る。 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護

に係る影響評価において、有毒

ガス影響を軽減することを期待

する防液堤等は、有毒ガス影響

を軽減する機能を維持するた

め、施設管理計画に基づき適切

に施設管理、点検を実施すると

ともに、必要に応じ補修を行う。 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-63



別添２（２）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜２号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T2-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡

設備による連絡、中央制御室換気設備の隔離、

防護具の着用等により運転員を防護すること

で、技術基準規則別記－９に基づく有毒ガスの

発生を検出するための装置及び当該装置が有

毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報

するための装置の設置を不要とする設計とす

る。 
また、可動源から有毒ガスが発生した場合に

おいては、漏えいに対する希釈等の終息活動に

より有毒ガスの発生を低減するための活動を

実施する。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T2-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

(1) 立会人の随行 

発電所敷地内に可動源が入構する場合には、

立会人を随行させることで、可動源から有毒ガ

スが発生した場合に認知可能な体制を整備す

る。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T2-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

(2) 通信連絡  

可動源から有毒ガスが発生した場合におい

て、発電所内の通信連絡をする必要のある場所

との通信連絡設備（発電所内）による連絡体制

を整備する。 

具体的な通信連絡設備については、資料１０

「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-64



別添２（２）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜２号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
可動源に対しては、中央制御室換気設備

の隔離等の対策により運転員を防護できる
設計とする。  
 

資料３１ 
T2-添 31-14 
 

資料３１ 中央制御室の機能に関する説明書 

3. 中央制御室の機能に係る詳細設計 

3.6.2 可動源に対する防護措置 

(4) 防護具の着用  

可動源から発生した有毒ガスから運転員を

防護するため、防毒マスク及び酸素呼吸器（12

個、１・２号機共用）を配備する。防毒マスク及

び酸素呼吸器の配備場所を第 3 図に示す。可動

源から有毒ガスが発生した場合には、当直課長

の指示により、運転員は防毒マスク又は酸素呼

吸器を着用する。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 38条 計測制

御系統

施設 

（中央

制御室） 

計測制御系統施設  
発電用原子炉の運転を管理するための制御
装置に係るものにあっては次の事項  
２ 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉
停止機能 
(1) 中央制御室機能 
d. 有毒ガスに対する防護措置 
（中略） 
有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防

液堤等は、必要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

なし なし 添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

 (c) 各課（室）長は、有毒ガス防

護に係る影響評価において、有

毒ガス影響を軽減することを

期待する堰および覆い（以下、

「防液堤等」という。）につい

て、適切に運用管理を実施す

る。 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護

に係る影響評価において、有毒

ガス影響を軽減することを期待

する防液堤等は、有毒ガス影響

を軽減する機能を維持するた

め、施設管理計画に基づき適切

に施設管理、点検を実施すると

ともに、必要に応じ補修を行う。 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１号機設備、１・２・３・４号機共用）の

隔離等の対策により指示要員を防護できる

設計とする。 

資料４３ 

T2-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

可動源に対しては、立会人の随行、通信連絡

設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用等により指示要員を防護する

ことで、技術基準規則別記－９に基づく有毒ガ

スの発生を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に

警報するための装置の設置を不要とする設計

とする。 
また、可動源から有毒ガスが発生した場合に

おいては、漏えいに対する希釈等の終息活動に

より有毒ガスの発生を低減するための活動を

実施する。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-65



別添２（２）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜２号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１号機設備、１・２・３・４号機共用）の

隔離等の対策により指示要員を防護できる

設計とする。  

資料４３ 

T2-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(1) 立会人の随行  

発電所敷地内に可動源が入構する場合には、

立会人を随行させることで、可動源から有毒ガ

スが発生した場合に認知可能な体制を整備す

る。 
 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１号機設備、１・２・３・４号機共用）の

隔離等の対策により指示要員を防護できる

設計とする。  

資料４３ 

T2-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(2) 通信連絡  

可動源から有毒ガスが発生した場合におい

て、発電所内の通信連絡をする必要のある場所

との通信連絡設備（発電所内）による連絡体制

を整備する。 

具体的な通信連絡設備については、資料１０

「通信連絡設備に関する説明書」に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１号機設備、１・２・３・４号機共用）の

隔離等の対策により指示要員を防護できる

設計とする。  

資料４３ 

T2-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(3) 換気設備  

可動源から発生した有毒ガスに対して、緊急

時対策所換気設備の外気取入れを手動で遮断す

ることにより、外部雰囲気から隔離できる設計

とする。 

具体的な、換気設備の機能については、資料

４４「緊急時対策所の居住性に関する説明書」

に示す。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

補足35-66



別添２（２）：「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」（高浜２号機） 
基本設計方針 説明資料 原子炉施設保安規定 社内規定文書 

様式 

条文案 

施設 

区分 

基本設計方針 説明書番号 

／記載ﾍﾟｰｼﾞ 

説明書記載 記載すべき内容 記載の考え方 該当規定

文書 

記載内容の概要 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

可動源に対しては、緊急時対策所換気設備

（１号機設備、１・２・３・４号機共用）の

隔離等の対策により指示要員を防護できる

設計とする。  

資料４３ 

T2-添 43-11 

資料４３ 緊急時対策所の機能に関する説明書 

3. 緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）の機能

に係る詳細設計  

3.4 有毒ガスに対する防護措置 

3.4.2 可動源に対する防護措置 

(4) 防護具の着用  

可動源から発生した有毒ガスから指示要員

を防護するため、防毒マスク及び酸素呼吸器（31

個、１・２・３・４号機共用）を配備する。防毒

マスク及び酸素呼吸器の配備場所を第 6 図に示

す。可動源から有毒ガスが発生した場合には、

全体指揮者の指示により、指示要員は防毒マス

ク又は酸素呼吸器を着用する。 

添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する

手順 

(a) 各課（室）長は、可動源に対し

て、立会人の随行、通信連絡手段

による連絡、中央制御室換気設備

（１号炉および２号炉）、中央制御

室空調装置（３号炉および４号炉）

および緊急時対策所換気設備の隔

離、防護具の着用ならびに終息活

動等の対策を実施する。 

 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 

第 46条 その他

発電用

原子炉

の附属

施設 

（緊急

時対策

所） 

その他発電用原子炉の附属施設  

９ 緊急時対策所  

２ 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準

及び適用規格  

（１）基本設計方針 

第２章 個別項目 

１．緊急時対策所  

１．１ 緊急時対策所の設置等 

（３）緊急時対策所（緊急時対策所建屋内）

は、以下の措置又は設備を備えることにより

緊急時対策所機能を確保する。 

ｄ．有毒ガスに対する防護措置  

（中略） 

有毒ガス防護に係る影響評価において、

有毒ガス影響を軽減することを期待する防

液堤等は、必要に応じて保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

なし なし 添付２ ７ 有毒ガス 

７．４手順書の整備 

 (c) 各課（室）長は、有毒ガス防

護に係る影響評価において、有

毒ガス影響を軽減することを

期待する堰および覆い（以下、

「防液堤等」という。）につい

て、適切に運用管理を実施す

る。 

ｃ．施設管理、点検 

各課（室）長は、有毒ガス防護

に係る影響評価において、有毒

ガス影響を軽減することを期待

する防液堤等は、有毒ガス影響

を軽減する機能を維持するた

め、施設管理計画に基づき適切

に施設管理、点検を実施すると

ともに、必要に応じ補修を行う。 

〇 有毒ガス発生時の運転

員等の防護の活動のう

ち、工認で約束した個別

の運用事項を規定して

いる。 

運転管理

通達 

 

・運転管理通達（２次文

書）に紐づく３次文書

において、有毒ガス発

生時の体制の整備に

係る計画策定として、

社内標準を作成し、具

体的活動を定めてい

る。 
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